
250 円
●定期購読をお願いします（送料共年間４０００円）
●郵便振替　00140-4-131988　 落合ボックス
　東京都千代田区神田淡路町 1-21-7 静和ビル 2A　淡路町事務所気付　落合ボックス
　TEL/FAX 03-3254-5460　URL http://www.ten-no.net/mail: hanten@ten-no.net
●以前の情報はこちら▶ http://hanten-2.blogspot.jp/

号41
［通巻423号］

2019 年
11 月 5 日発行

今
月
のA

lert 

◉
天
皇
制
の
存
在
こ
そ
が
弾
圧
や
災
害
を
拡
大
し
て
い
る

─
＊
２

反
天
ジ
ャ
ー
ナ
ル 

◉ 

─
捨
て
ら
れ
し
猫
、
俺
の
先
祖
は
八
岐
大
蛇
、
映
女
＊
3

状
況
批
評 

◉ 

「
文
明
」
と
「
脱
亜
」
の
間

─
加
藤
晴
康
＊
４

書
評 

◉ 

２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
抵
抗
す
る
た
め
の
２
冊

─
宮
田
仁
＊
６

声
明 

◉ 

天
皇
即
位
式
弾
圧
救
援
会
声
明
①
〜
③
＊
７

太
田
昌
国
の
み
た
び
夢
は
夜
ひ
ら
く
〈
１
１
３
〉 

　
　

◉ 

独
裁
時
代
の
「
過
去
克
服
」
に
向
け
て
藻
掻
く
ス
ペ
イ
ン
と
韓
国

─
太
田
昌
国
＊
10

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
天
皇
制
〈
40
〉
◉ 

最
高
度
の
「
欺
瞞
（
偽
善
）」
の
継
承
の
宣
言
セ
レ
モ
ニ
ー

　
　

─〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判 
そ
の
６

─
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日
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＊
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の
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会
報
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反
天
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誌
＊
15　

集
会
情
報
＊
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　「裁判所職員の眼差し。裁判所職員の人差し指。クソ天皇裁
判長の笑った顔。裁判所の中にいたたくさんの警察。にやけ
た警察官の顔。すぐそこに見えた皇居。
　たたかうひとびと。たたかうひとびと。たたかうひとびと。
たたかうひとびと。たたかうひとびと。たたかうひとびと。
たたかうひとびと。」（10月 30日、「死」さんのTwitter）

　10月 30日午後、東京地裁で、22日に行われたおわてんねっ
との「即位式反対デモ」で不当逮捕された、AさんとBさん
の勾留理由を裁判所に問いただす開示公判が開かれた。
　弁護人の厳しい求釈明にまともに答えず、人を舐め切った
顔つきで形式論理的にかわし続ける裁判官の不誠実な態度。
傍聴席から鋭い抗議の声が上がり、廷吏が暴力的に襲いかかっ
て退廷者が続出した。肉体として噴出する怒り。そのとき突然、
法廷内に大きな旗が翻った。それはとても美しかった。
　このとき間違いなく、権力的に整序された裁判所の空間を
こわす、別の世界が立ち現れたのだ。そしてそれは、同じ時
間に裁判所前で展開されていた「なかまをかえせ祭り」と呼
応して、裁判所を包囲する時間をつくり出していたはずだ。
　全く当然のことだが、被弾圧者は 11 月 1 日に全員奪還さ
れた。検察が勾留延長を付けられずに不起訴処分で釈放せざ
るを得なかったのも、この日の裁判所内外の行動、そして警
察署や検察庁に抗議の電話をしてくれた多くの未知の人びと、
あるいは twitter を含めて救援会の発信する情報に注目し続け
てくれた人びとなど、さまざまな力が結集した結果だ。
　この一連の出来事の中に、私たちは天皇制そのものと、そ
れへの対峙とを見いだすことができる。そこにはお題目では
ない「反天皇制」の内実、運動の中で作りだされる可能性と
人びとの共同性が生み出されていた。そして私たちはそれが
広がっていく確かな手応えを感じた。
　「弾圧は分断されたものをひとつに結集させる」─まった
くもってその通り！	 （北）
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天皇制の存在こそが
弾圧や災害を拡大している

今月の

　

天
皇
即
位
に
関
連
す
る
「
儀
式
」
が
続
い
て
い
る
。

代
替
わ
り
自
体
は
４
～
５
月
の
退
位
即
位
に
よ
っ
て
済

ん
で
い
る
こ
と
な
の
に
、
皇
室
神
道
に
か
ら
む
「
奉
告

の
儀
」
だ
の
「
大
嘗
祭
」
関
連
の
儀
式
が
連
な
り
、
そ

の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
大
仰
な
解
説
を
行
な
い
、
そ
れ

を
あ
り
が
た
げ
に
「
拝
聴
」
す
る
し
ぐ
さ
の
メ
デ
ィ
ア

報
道
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
ん
な
中
、街
中
で
「
天
皇
」

と
い
う
コ
ト
バ
に
ふ
と
聞
き
耳
を
立
て
る
と
、
そ
こ
そ

こ
に
年
齢
を
感
じ
さ
せ
る
中
高
年
が
「
天
皇
が
い
な
い

と
国
会
も
開
け
な
い
（
だ
か
ら
天
皇
は
国
政
に
最
重

要
の
存
在
だ
）」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
が
耳
に
入
り
、

苦
々
し
く
も
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
輻
輳
す
る

「
天
皇
・
皇
室
情
報
」
に
べ
っ
た
り
浸
か
っ
て
い
る
と
、

天
皇
と
い
う
存
在
が
盤
石
で
な
く
危
う
い
も
の
で
あ
る

こ
と
も
、
そ
の
「
国
事
行
為
」
が
憲
法
が
禁
止
し
て
い

る
政
治
権
能
で
あ
る
こ
と
も
、「
代
行
」
も
可
能
な
「
行

為
」
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
不
必
要
で
あ
る
と
か
、
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
と
か
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
国
家
の

域
外
で
は
あ
た
り
ま
え
の
も
の
な
の
に
、「
日
本
国
内
」

で
は
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
が
ご
と
く
扱
わ
れ
、
あ
る

い
は
暴
力
に
よ
り
圧
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

●

　

徳
仁
は
皇
太
子
の
時
代
に
、
河
川
の
改
修
、
運
河
や

「
水
運
」
な
ど
の
歴
史
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
か
ん
の
台
風
15
号
、
台
風
19
号
を
は
じ

め
、
各
地
で
発
生
し
た
大
規
模
な
河
川
の
氾
濫
や
断
水

な
ど
の
災
害
へ
の
、
天
皇
や
皇
室
か
ら
の
正
式
な
コ
メ

ン
ト
は
ま
だ
出
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ

は
「
お
こ
と
ば
」
と
し
て
麗
々
し
く
発
し
て
い
く
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
発
言
に
対
し
て
、「
慈
悲
深
い
」

と
か
「
長
年
の
ご
研
究
の
精
華
」
だ
と
か
不
快
き
わ

ま
る
形
容
詞
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
く
さ
ま
も
、
い
ま

か
ら
予
想
で
き
る
。
戦
争
や
災
害
に
よ
る
人
び
と
の
生

活
の
破
壊
を
、
自
ら
へ
の
支
持
へ
と
つ
な
げ
よ
う
と
い

う
天
皇
制
の
シ
ス
テ
ム
は
、
や
は
り
徳
仁
の
時
代
も
変

わ
ら
な
い
。
産
業
の
空
洞
化
や
企
業
に
よ
る
収
奪
の

悪
質
化
と
、
人
口
減
少
が
す
す
む
衰
退
国
家
の
な
か

で
、
イ
ン
フ
ラ
が
各
方
面
で
ひ
ど
く
脆
弱
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
、現
在
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
災

害
」
が
今
後
も
続
く
だ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ

の
な
か
で
の
天
皇
や
皇
族
の
存
在
は
、
現
政
権
に
と
っ

て
は
、
チ
ー
プ
な
「
自
己
責
任
」
を
押
し
つ
け
な
が
ら

そ
れ
を
意
識
さ
せ
な
い
構
造
と
し
て
、
き
わ
め
て
利
用

価
値
の
高
い
も
の
な
の
だ
。
タ
ル
ん
だ
ツ
ラ
の
ア
レ
が

「
テ
ン
ノ
ー
ヘ
ー
カ	

バ
ン
ザ
ァ
ー
イ
」
と
叫
ぶ
の
は
戯

画
だ
が
、
災
害
や
生
活
破
壊
は
現
実
だ
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
が
な
さ

れ
た
一
〇
月
二
二
日
は
、
雨
が
降
り
し
き
る
寒
々
と

し
た
日
だ
っ
た
。
こ
の
日
は
、「
反
天
皇
制
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
」

の
締
め
く
く
り
と
し
て
行
わ
れ
た
五
月
一
日
の
行
動
と

同
じ
く
、
新
橋
で
の
集
会
を
経
て
、
デ
モ
に
出
発
し

た
（
内
容
の
概
略
は
集
会
報
告
を
参
照
）。
こ
の
日
の

デ
モ
も
ま
た
、
集
会
の
会
場
は
す
ぐ
に
余
地
も
な
い
ほ

ど
に
い
っ
ぱ
い
と
な
り
、
会
場
か
ら
は
多
数
の
参
加
者

が
あ
ふ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
デ
モ
に
出
発
し
よ
う

と
し
た
と
き
に
は
、
み
る
み
る
列
が
厚
く
長
く
な
り
、

五
〇
〇
名
を
は
る
か
に
超
え
る
数
で
、
新
橋
か
ら
銀
座

へ
の
行
動
を
貫
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
前
回
の
代

替
わ
り
過
程
で
は
、
全
国
各
地
で
「
自
粛
」
や
「
祝
意

の
強
制
」
に
対
決
す
る
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
今
回
の
代
替
わ
り
の
過
程
は

や
や
ひ
と
の
結
集
が
厳
し
い
状
況
だ
と
感
じ
て
い
た
の

だ
が
、
し
か
し
、
参
加
者
の
内
実
に
お
い
て
は
、
よ
り

一
人
ひ
と
り
の
想
い
を
前
面
に
出
し
て
、
即
位
イ
ベ
ン

ト
に
翼
賛
す
る
「
東
京
戒
厳
令
」
を
跳
ね
返
し
て
い
く

闘
い
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
す

る
。

　

●

　

こ
の
行
動
に
対
す
る
警
察
の
弾
圧
は
、
執
拗
で
厳
し

い
も
の
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
デ
モ
の
列
の
後
部
に
は
幾

度
も
機
動
隊
か
ら
の
い
や
が
ら
せ
や
攻
撃
が
加
え
ら

れ
、
デ
モ
の
列
の
分
断
が
画
策
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

こ
れ
に
抗
議
し
た
三
名
が
次
々
に
逮
捕
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
に
よ
る
即
位
を
祝
う
「
饗

宴
の
儀
＝
晩
餐
会
」
が
連
日
開
催
さ
れ
る
中
で
、
私
た

ち
は
被
弾
圧
者
を
取
り
戻
す
た
め
の
連
続
的
な
行
動
に

取
り
組
ん
で
ゆ
き
、
よ
う
や
く
十
一
月
一
日
に
全
員
を

起
訴
さ
せ
ず
に
釈
放
を
か
ち
と
っ
た
。
今
回
の
抗
議
行

動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
今
後
に
も
つ
な
が
る
と
て
も
意
義
の
あ
る

も
の
だ
っ
た
と
強
く
感
じ
て
い
る
（
声
明
参
照
）。

　

私
た
ち
の
行
動
は
、
次
に
は
大
嘗
祭
へ
の
反
対
行
動

へ
と
続
い
て
い
く
。
自
由
な
発
想
で
国
家
権
力
に
向
き

合
っ
て
い
く
試
み
を
、
毎
回
、
め
ざ
し
て
い
き
た
い
。

共
同
行
動
を
呼
び
か
け
る
。

（
蝙
蝠
）
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忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
皇
軍
兵
士
た
ち
の
こ
と

　　

大
阪
在
住
の
ハ
シ
モ
ト
氏
が
、
報
道
番
組
で
法
律
家
と

し
て
自
説
を
述
べ
て
い
た
。
国
民
に
対
す
る
戦
時
補
償
法

が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
先
進
国
で
は
日
本
だ
け
だ

そ
う
だ
。
こ
の
法
律
は
ま
た
政
府
の
暴
走
を
抑
え
る
の
に
、

憲
法
９
条
よ
り
も
有
効
ら
し
い
。
フ
ム
フ
ム
、
一
理
あ
る

け
ど
そ
の
後
が
。
番
組
の
特
集
は
韓
国
徴
用
工
問
題
で
、

だ
か
ら
韓
国
政
府
も
国
民
へ
の
戦
時
補
償
を
、
責
任
持
っ

て
果
た
す
べ
き
だ
と
言
う
。
で
も
こ
の
徴
用
期
間
の
責
任

を
負
う
政
府
っ
て
ど
こ
の
こ
と
？　

韓
国
併
合
は
合
法
だ

と
主
張
す
る
の
な
ら
、
そ
の
ツ
ケ
も
払
わ
な
い
と
ね
。

　

大
島
渚
監
督
の
『
忘
れ
ら
れ
た
皇
軍
』（
一
九
六
三
年
、

日
本
テ
レ
ビ
）。
日
本
軍
兵
士
と
し
て
出
征
し
、
傷
病
兵

と
し
て
帰
還
し
な
が
ら
、
日
本
政
府
か
ら
は
韓
国
籍
だ

か
ら
、
韓
国
政
府
か
ら
は
日
本
の
戦
争
だ
っ
た
か
ら
と
の

理
由
で
、
い
っ
さ
い
の
援
助
を
断
ら
れ
る
在
日
韓
国
人
元

日
本
兵
た
ち
の
行
動
に
密
着
し
た
、
わ
ず
か
二
五
分
の
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
だ
。
こ
の
夏
話
題
と
な
っ
た
六
五
年
の

日
韓
条
約
よ
り
何
年
も
前
、
日
本
政
府
は
戦
時
補
償
の
対

象
を
軍
人
・
軍
属
に
絞
り
、
そ
こ
に
チ
ャ
ッ
カ
リ
階
級
差

別
（
＝
支
給
額
格
差
）
と
国
籍
条
項
を
滑
り
込
ま
せ
て
い

た
。
こ
れ
ほ
ど
み
っ
と
も
な
い
喧
嘩
の
負
け
方
も
な
い
も

の
だ
。
日
本
人
た
ち
よ
、
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、

ラ
ス
ト
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
こ
ん
な
に
突
き
刺
さ
る
夏
が

ま
た
来
よ
う
と
は
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
、
監
督
。

（
捨
て
ら
れ
し
猫
）

首
里
城
と
天
皇

　

一
〇
月
三
一
日
、
沖
縄
の
首
里
城
が
焼
失
し
た
。
報
道
に

よ
る
と
、「
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
が
大
変
、
残
念
に
思
わ
れ

て
い
る
」
ら
し
い
。

　

明
治
維
新
に
よ
り
成
立
し
た
天
皇
制
国
家
は
、
一
八
七
九

年
に
警
察
・
軍
隊
を
沖
縄
に
派
遣
し
、
首
里
城
か
ら
国
王
尚

泰
を
追
放
し
沖
縄
県
の
設
置
を
宣
言
。
こ
こ
に
お
い
て
、
琉

球
王
国
は
滅
亡
し
た
。

　
「
首
里
城
に
つ
い
て
」
と
い
う
首
里
城
公
園
の
Ｈ
Ｐ
に
あ

る
案
内
に
は
、「
首
里
城
か
ら
国
王
が
追
放
さ
れ
『
沖
縄
県
』

と
な
っ
た
後
、
首
里
城
は
日
本
軍
の
駐
屯
地
、
各
種
の
学
校

等
に
使
わ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
大
規
模
な
修
理
が
行

わ
れ
た
が
、
一
九
四
五
年
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
に
よ
り
全

焼
し
た
」
と
あ
る
。

　

こ
の
案
内
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
国
王
尚
泰
が
追
放
さ
れ

た
後
、
荒
廃
し
た
首
里
城
「
跡
」
に
は
、
沖
縄
神
社
が
創
建

さ
れ
て
い
る
（
一
九
二
五
年
完
成
）。
拝
殿
は
首
里
城
正
殿

を
流
用
し
、
旧
正
殿
裏
側
に
本
殿
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
し
て

祭
神
は
、
源
為
朝
と
歴
代
琉
球
王
国
の
国
王
で
あ
っ
た
。
保

元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）
の
際
に
崇
徳
上
皇
側
に
つ
い
て
敗

北
し
た
源
為
朝
が
琉
球
へ
逃
れ
、
そ
の
子
が
初
代
琉
球
王
舜

天
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
を
根
拠
と
し
て
。

　

史
実
（
と
そ
れ
へ
の
責
任
）
を
忘
却
し
「
残
念
」
と
曰
い
、

で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
歴
史
を
の
み
伝
統
と
し
て
生
き
る
、
こ

れ
こ
そ
天
皇
制
だ
ね
。

（
俺
の
先
祖
は
八
岐
大
蛇
）

漫
画
家
の
女
帝
論

　

男
女
を
問
わ
ず
天
皇
直
系
の
「
第
一
子
優
先
」
で
皇
位

を
継
承
す
る
の
が
適
当
と
、
〇
五
年
小
泉
純
一
郎
首
相
の

私
的
諮
問
機
関
「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
は

報
告
。

　
「
皇
位
の
歴
史
が
男
系
・
父
系
に
よ
る
継
承
で
あ
る
た

め
に
、
父
を
一
系
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
仁
徳
天
皇
や

神
武
天
皇
に
ま
で
つ
な
が
る
天
皇
家
の
皇
統
が
続
い
て
き

た
」
と
「
日
本
の
尊
厳
と
国
益
を
守
る
会
」
は
男
系
維
持
。

世
論
は
圧
倒
的
に
女
性
天
皇
を
容
認
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
漫
画
家
小
林
よ
し
の
り
さ
ん
。

彼
は
歴
史
家
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
さ
ん
と
の
対
談
本
『
天
皇

論
「
日
米
激
突
」』（
小
学
館
新
書
）
で
女
性
天
皇
論
を
ぶ

ち
上
げ
ま
す
。
彼
は
宮
内
庁
長
官
に
呼
ば
れ
た
こ
と
を
明

か
し
、「
彼
ら
と
し
て
は
政
治
家
が
天
皇
の
い
う
こ
と
を

聞
か
な
い
か
ら
、
国
民
に
そ
の
意
思
を
伝
え
て
世
論
を
盛

り
上
げ
る
た
め
に
、
わ
し
み
た
い
な
漫
画
家
に
相
談
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
」と
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら「
こ

れ
は
絶
対
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
思
っ
た
わ
け
で
す
よ
、

と
明
か
し
て
い
ま
す
。
男
系
に
固
執
す
る
ノ
イ
ジ
ー
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
声
に
負
け
て
い
る
と
。

　

小
林
さ
ん
は
、
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、「
女
性
天
皇
が
誕
生
し
た
ら
、
そ
の
点
で
も
世

の
中
は
一
気
に
変
わ
っ
ち
ゃ
う
は
ず
な
ん
で
す
よ
。
女
性

天
皇
ど
こ
ろ
か
愛
子
様
が
皇
太
子
に
な
っ
た
時
点
で
す
ご

い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
で
し
ょ
う
」。

　
「
天
皇
が
女
性
だ
っ
た
ら
い
い
の
か
？
」	

（
映
女
）
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本
紙
三
八
号
に
付
せ
ら
れ
た
「
読
者
の
み
な
さ
ま
へ
」
と
い
う
編
集
部
の
文
書
を
見

て
、
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
た
。
文
書
は
、
三
七
号
の
巻
頭
エ
ッ
セ
ー
に
対
す
る
読
者

か
ら
の
投
書
へ
の
釈
明
で
あ
っ
た
。
投
書
は
、
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
の
冒

頭
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
へ
り
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
、
こ
れ
が
植
木
枝
盛
や
中
江
兆
民
の
思
想
を
引
い
て
そ
れ
を
か
ら
か
う
も
の
で

あ
り
、『
学
問
の
す
す
め
』
は
あ
く
ま
で
「
脱
亜
入
欧
」
に
よ
る
侵
略
の
思
想
を
説
い

た
も
の
と
し
て
、
エ
ッ
セ
ー
を
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
編
集
部
の
文
書
は
、
指

摘
さ
れ
た
内
容
に
異
論
は
な
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
編
集
部
の
早
ト
チ
リ
と

い
う
べ
き
か
、
い
さ
さ
か
安
易
な
釈
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
筆
者
が
投
書
を
直
接
見

た
わ
け
で
は
な
く
お
節
介
と
は
思
っ
た
が
、
釈
明
に
は
事
実
の
大
き
な
誤
認
が
あ
り
、

人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
言
葉
の
こ
と
で
、
し
か
も
福
沢
諭
吉
の
思
想
の
根
本
に
関
わ
っ

て
も
い
る
の
で
、
あ
え
て
一
文
を
綴
る
こ
と
に
し
た
。

　

福
沢
諭
吉
の
思
想
を
「
脱
亜
入
欧
」
＝
「
侵
略
の
思
想
」
と
す
る
議
論
は
、
あ
ま
り

に
も
彼
の
思
想
を
一
く
く
り
に
し
て
断
罪
す
る
も
の
で
あ
り
、
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
回
の
問
題
は
『
学
問
の
す
す
め
』
の
冒
頭
の
言
葉
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
多
少
考
証
に
傾
い
て
気
が
引
け
る
の
だ
が
、
や
は
り
基
本
的
な
こ
と
だ
か

ら
、
ま
ず
事
実
を
確
認
し
て
お
こ
う
。『
学
問
の
す
す
め
』
が
植
木
枝
盛
や
中
江
兆
民

の
思
想
を
か
ら
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
一
句
を

掲
げ
た
こ
の
書
の
初
編
出
版
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
当
時
中
江
は
フ
ラ
ン
ス
留

学
中
で
、
帰
国
し
て
、
の
ち
に
仏
学
塾
と
な
る
仏
蘭
西
学
舎
を
開
く
の
は
明
治
七
年
で

あ
っ
た
。
他
方
、
植
木
枝
盛
は
ま
だ
一
五
歳
。
板
垣
退
助
ら
が
民
選
議
院
設
立
の
建
白

書
を
提
出
し
、土
佐
で
立
志
社
が
結
成
さ
れ
る
の
が
明
治
七
年
。
植
木
が
こ
れ
に
加
わ
っ

て
い
く
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
一
二
年
、
彼
が
著
し
た
『
民
権
自
由
論
』

の
付
録
に
「
民
権
田
舎
歌
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
唄
わ
れ
て

い
た
。「
天
の
人
間
造
る
の
は
／
天
下
万
民
皆
同
じ
／
人
の
上
に
は
人
は
な
く
／
人
の

下
に
も
人
は
な
い
／
こ
こ
が
人
間
の
同
権
じ
ゃ
」。
こ
の
と
き
、『
学
問
の
す
す
め
』
は

す
で
に
全
一
七
編
が
刊
行
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
上
の
文
句
が
こ
れ
か
ら
来
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
「
天
は
…
…
造
ら
ず
」
と
は
何
処
か
ら
来
た
言
葉
か
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い

ろ
説
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
も
っ
と
も
確
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の

「
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
一
定
の
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い

権
利
を
付
与
さ
れ
、
…
…
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
独
立
宣
言
は
、
す
で
に
幕
末
以
来

知
ら
れ
て
い
た
。
福
沢
諭
吉
自
身
、慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
刊
行
の
『
西
洋
事
情
初
編
』

（
巻
之
二
）
で
こ
れ
を
「
十
三
州
独
立
ノ
檄
文
」
と
し
て
訳
出
し
て
い
た
。
そ
の
訳
文

は
こ
う
で
あ
る
。「
天
ノ
人
ヲ
生
ス
ル
ハ
億
兆
皆
同
一
轍
ニ
テ
之
ニ
附
与
ス
ル
ニ
動
カ

ス
可
カ
ラ
サ
ル
ノ
通
義
ヲ
以
テ
ス
…
…
」
と
。
し
か
し
、
独
立
宣
言
の
日
本
へ
の
紹
介

は
こ
れ
が
最
初
で
は
な
い
。
中
国
で
ア
ヘ
ン
戦
争
の
後
、
戦
争
の
責
を
負
っ
た
林
則
徐

が
魏
源
に
託
し
て
編
纂
さ
せ
た
海
外
事
情
書
『
海
国
図
志
』（
六
〇
巻
本
・
一
八
四
七

年
、
百
巻
本
・
一
八
五
二
年
）
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
早
く
よ
り

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
独
立
宣
言
が
漢
訳
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
上

帝
生
民
、
萬
族
同
体
、
各
卑
性
命
、
使
安
其
分
、
…
…
」（
彌
利
堅
総
記
上
）。
も
ち
ろ

ん
こ
の
理
解
は
今
日
い
う
人
権
思
想
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
独
立
宣
言
に
い

う
「
す
べ
て
の
人
」
に
黒
人
奴
隷
は
含
ま
れ
ず
、
先
住
民
も
蛮
族
と
し
て
外
側
に
置
か

れ
て
い
た
こ
と
は
、問
題
に
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
諭
吉
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。

し
か
し
、
英
国
王
の
支
配
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
抵
抗
と
い
う
見
地
か
ら
の
こ
の
独
立

宣
言
へ
の
関
心
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
敗
北
に
直
面
し
た
清
朝
中
国
に
生
ま
れ
た
危
機
意

「
文
明
」
と
「
脱
亜
」
の
間

加
藤
晴
康
（
西
洋
史
・
国
際
関
係
研
究
）
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識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
『
西
洋
事
情
』
で
「
通
義
」
と
訳
さ
れ
た
「
ラ
イ
ト
」
は
、『
学
問
の
す
す
め
』
で
は

一
歩
進
め
て
「
権
利
通
義
」、略
し
て
「
権
義
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
人
た
る
も
の
、

そ
の
「
権
義
」
に
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
書
が
掲
げ
た
モ
ッ
ト
ー
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
福
沢
諭
吉
を
民
権
論
者
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自
由
民
権

の
思
想
、
運
動
の
展
開
は
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ
り
、
福
沢
の
思
想
と
そ
れ
と
は
距
離
が

あ
る
。『
学
問
の
す
す
め
』
が
主
張
す
る
の
は
、
旧
来
の
身
分
制
秩
序
を
排
し
な
が
ら
、

学
問
に
よ
っ
て
人
が
自
立
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
国
家
の
独
立
の
基
本
で

あ
る
と
い
う
強
い
国
家
意
識
で
あ
っ
た
。
国
家
の
独
立
を
支
え
る
国
民
形
成
、
そ
れ
は

な
に
よ
り
「
文
明
」
の
基
盤
を
固
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
福
沢
の
思
想
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

彼
が
日
本
の
「
文
明
化
」
に
果
た
し
た
役
割
に
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
そ
の
「
文
明
化
」
は
、
一
般
に
「
進
歩
」
の
同
義
語
と
さ
れ
て
は
い
る
け

れ
ど
も
、
福
沢
に
と
っ
て
は
（
ま
た
明
治
日
本
の
国
家
形
成
に
と
っ
て
）
実
は
強
迫
観

念
と
さ
え
い
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
国
際
秩
序
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
よ
る
列
強
の
協
調
を
基
盤
に
し
て
成
り
立
っ

て
い
た
。
そ
れ
以
前
国
際
法
の
思
想
は
、
前
提
に
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
同
一
性
の
意

識
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
が
、
人
間
本
来
の
相
互
理
解
を
支
え
る
万
国
共
通
の
自
然
法

の
存
在
と
い
う
観
念
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
に
入
り
い
ま
や
諸
国
の

関
係
は
、
産
業
の
進
歩
と
あ
い
ま
っ
て
、
野
蛮
な
権
力
、
未
開
の
世
界
に
対
峙
し
た
開

か
れ
た
文
明
の
国
家
、
互
い
に
尊
重
す
べ
き
主
権
を
も
っ
た
国
家
の
実
定
法
に
よ
る
関

係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
末
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
『
万
国
公

法
』
の
最
初
は
、
丁
韓
良
が
漢
訳
し
た
ア
メ
リ
カ
の
恵
頓
（
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
）

の
著
書
（
一
八
六
四
年
、
北
京
刊
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
世
紀
の
国
際
法
思
想
の

転
換
を
表
現
し
た
当
時
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
著
作
だ
っ
た
。
し
か
も
一
九
世
紀
末
、
列

強
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
の
非
文
明
世
界
へ
の
進
出
、
そ
の
分
割
に
し
の
ぎ
を
削
る
時
代

に
向
か
っ
て
い
た
。「
文
明
開
化
、
富
国
強
兵
」
は
、
列
強
の
支
配
す
る
「
国
際
社
会
」

へ
の
仲
間
入
り
の
た
め
の
必
須
の
課
題
で
あ
っ
た
。
福
沢
諭
吉
に
と
っ
て
の
「
文
明
」

と
は
、
こ
の
世
界
で
の
日
本
の
国
家
体
制
、
国
体
の
維
持
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
。

　

丸
山
真
男
は
、『
文
明
論
の
概
略
』
に
「
自
然
法
思
想
か
ら
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
タ
の
立

場
へ
の
過
渡
」（『
福
沢
諭
吉
選
集
』
第
四
巻
解
題
）
を
見
て
い
た
。
後
年
の
福
沢
の
『
脱

亜
論
』
や
日
清
戦
争
で
の
強
硬
な
姿
勢
は
、
こ
の
転
換
に
た
っ
た
国
権
意
識
の
高
ま
り

と
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
丸
山
は
『
万
国
公
法
』
の
世
界
を
調
和
的
な
啓
蒙
の
自
然

法
の
世
界
の
も
の
と
見
誤
っ
て
い
た
。
そ
し
て
福
沢
の
初
期
の
思
想
も
こ
れ
に
連
な
る

も
の
と
と
ら
え
て
い
た
。
し
か
し
福
沢
の
著
作
を
見
れ
ば
、
西
洋
諸
国
の
進
出
に
対
す

る
強
い
危
機
の
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
文
明
化
」
の
課
題
意
識
は
一
貫
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
が
お
か
れ
て
い
た
儒
教
秩
序
か
ら
の
脱
出
は
、
彼
の
生
涯
の
課

題
と
な
っ
て
い
た
。［
旧
来
、
ホ
イ
ー
ト
ン
の
『
万
国
公
法
』
は
、
自
然
法
の
立
場
に

引
き
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
福
沢
の
思
想
に
触
れ
る
も
の

で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
『
日
本
近
代
思
想
体
系
１
・
開
国
』（
岩
波
書
店
）
に
付

さ
れ
た
田
中
彰
の
解
説
、
お
よ
び
井
上
勝
生
の
文
献
解
題
を
参
照
の
こ
と
。］

　

本
紙
編
集
部
の
釈
明
は
、『
学
問
の
す
す
め
』
の
一
句
が
、
戦
後
世
代
で
あ
る
エ
ッ

セ
ー
の
筆
者
に
と
っ
て
の
「
身
に
染
み
つ
い
た
フ
レ
ー
ズ
」
と
い
う
点
に
触
れ
て
い
た
。

実
際
、
福
沢
諭
吉
は
戦
後
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
敗
戦
の
日
本
が
新

し
い
民
主
主
義
の
文
化
国
家
と
し
て
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
世
界
に
復
帰
す
る
と
い
う

課
題
の
下
で
、
福
沢
が
か
つ
て
重
視
し
た
「
国
体
」
は
象
徴
天
皇
制
に
す
り
か
わ
り
、

彼
は
日
本
の
近
代
国
家
形
成
の
「
顔
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
冷
戦
体
制
下
ア

メ
リ
カ
を
頂
点
に
す
る
国
際
秩
序
の
中
に
日
本
が
位
置
を
占
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
竹
内
好
が
『
脱
亜
論
』
を
取
り
上
げ
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
点
の

必
要
を
説
い
た
の
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ジ
ア

に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
か
ら
大
き
く
歴
史
の
歯
車
が
回
転
し
た
世
界
に
生

き
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
、
国
家
を
こ
え
た
人
の
存
在
、
動
き

が
浮
か
び
上
が
り
、
福
沢
諭
吉
が
課
題
と
し
て
い
た
「
国
民
」
の
意
味
は
、
根
底
か
ら

問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
に
直
面
し
て
い
る
。
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私
た
ち
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
」
お
こ
と
わ
り
連
絡

会
（
略
称
・
お
こ
と
わ
リ
ン
ク
）
は
、
２
０
２
０
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
一
年
後
に
ひ
か

え
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
二
冊
を
発
行
し
た
。
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
『
反
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク　

ガ
イ
ド
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
』

（
五
〇
〇
円
）
と
、
単
行
本
『
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
め

ま
せ
ん
か
？
』（
天
野
恵
一
・
鵜
飼
哲
編
、
亜
紀
書
房
刊
、

一
六
〇
〇
円
＋
税
）
で
あ
る
。

　

パ
ン
フ
で
は
「
２
０
２
０
東
京
五
輪
に
反
対
す
る
18

の
理
由
」
と
し
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
そ
の
も
の
が
も
つ

問
題
や
、
２
０
２
０
東
京
五
輪
固
有
の
問
題
を
、
広
範

囲
か
ら
、
具
体
的
に
あ
げ
て
、「
災
害
の
デ
パ
ー
ト
」
と

し
て
の
五
輪
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
具
体
的
な
項

目
は
以
下
の
と
お
り
。

　

ど
ん
ど
ん
膨
れ
上
が
る
五
輪
開
催
の
費
用
／
都
市
計

画
の
変
更
な
し
に
ス
タ
ジ
ア
ム
建
設
は
で
き
な
か
っ
た

／
巨
大
イ
ベ
ン
ト
は
利
権
の
巣
／
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致

で
多
額
の
ワ
イ
ロ
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
搾
取
の
闇
／
野
宿

者
・
生
活
者
が
排
除
さ
れ
る
／
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
た
め

の
「
テ
ロ
対
策
」
／
「
復
興
五
輪
」
は
棄
民
政
策
／
ア

ジ
ア
の
森
林
を
破
壊
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
／
五
輪
建
設

現
場
の
現
実
／
動
員
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
／
天
皇
・
日

の
丸
・
君
が
代
／
聖
火
リ
レ
ー
っ
て
な
ん
だ
？
／
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
と
優
生
思
想
／
女
性
ア
ス
リ
ー
ト
と
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
／
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
と
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
／
戦
争

と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
つ
き
も
の
だ
／
世
界
各
都
市
で
反

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
運
動

　

四
〇
頁
の
中
に
様
々
な
切
り
口
の
論
点
が
ま
と
め
ら

れ
、
最
後
に
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
お
こ
と
わ
り
宣
言
」

も
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
が
簡
潔

に
理
解
で
き
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
抵
抗
す
る
た
め
の
軽

快
な
「
武
器
」
と
し
て
使
え
る
だ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、「
18
の
理
由
」
の
記
述
を
要
約
し
て
巻

末
に
載
せ
た
単
行
本
の
ほ
う
は
、「
お
こ
と
わ
リ
ン
ク
」

が
二
〇
一
七
年
一
月
に
発
足
し
て
以
来
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
問
題
点
を
多
様
な
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
多
彩
な
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
行
っ
て
き
た
連
続
講
座

の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
た
も
の
。
二
〇
〇
頁
あ
る
が
、

ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
抱
え
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
、

講
演
と
質
疑
応
答
の
形
で
か
み
く
だ
い
て
伝
え
て
く
れ

る
。
た
と
え
ば

─

　

小
出
裕
章
さ
ん
（
元
・
京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
）

と
佐
藤
和
良
さ
ん
（
い
わ
き
市
議
会
議
員
）
が
、
３
・

11
と
「
復
興
五
輪
」
の
ま
や
か
し
、「
原
子
力
非
常
事
態

宣
言
」
が
解
除
で
き
な
い
現
状
を
語
る
。

　

山
本
敦
久

さ
ん
（
成
城

大
学
）
と
岡

崎
勝
さ
ん（
自

由
す
ぽ
ー
つ

研
究
所
）
は
、

ア
ス
リ
ー
ト

た
ち
の
反
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
紹
介
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
こ
そ
ス
ポ
ー

ツ
を
だ
め
に
す
る
と
主
張
す
る
。

　

北
村
小
夜
さ
ん
（
障
害
児
を
普
通
学
校
へ
全
国
連
絡

会
）が「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
障
害
者
差
別
を
助
長
す
る
」

と
見
抜
き
、
増
田
ら
な
さ
ん
が
学
校
で
の
オ
リ
パ
ラ
教

育
強
制
を
告
発
す
る
。

　

谷
口
源
太
郎
さ
ん
（
ス
ポ
ー
ツ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

が
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
至
上
主
義
」
と
「
市
民
の
た
め
の

ス
ポ
ー
ツ
」の
闘
い
の
歴
史
を
語
り
、井
谷
聡
子
さ
ん（
関

西
大
学
）
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
よ
る
女
性
の
排
除
と
同

化
の
歴
史
を
語
る
。

　

渥
美
昌
純
さ
ん
が
新
国
立
競
技
場
建
設
を
口
実
に
進

む
「
再
開
発
」
の
か
ら
く
り
を
暴
き
、
天
野
恵
一
さ
ん

と
鵜
飼
哲
さ
ん
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
天
皇
制
の
問
題
を
語
り
、
韓
国
・
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の

ゲ
ス
ト
が
世
界
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
批
判
を
紹
介
し
連
帯

す
る
。

　

今
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
。
こ
の
二
冊
を
読
ん
で
五

輪
返
上
の
声
を
あ
げ
よ
う
！

２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
抵
抗
す
る
た
め
の
２
冊

　

	

宮
田
仁
（「
オ
リ
ン
ッ
ピ
ク
災
害
」
お
こ
と
わ
り
連
絡
会
）

2020 オリンピックおことわリンク http://www.2020okotowa.link/

『で、オリンピックやめませんか？』
（天野恵一・鵜飼哲編、亜紀書房
刊、1,600 円＋税）

『反東京オリンピック　ガイ
ドＢＯＯＫ』（500）



7 ●反天皇制運動Alert

10・22天皇即位式反対デモでの３名不当逮捕を許さない
早期奪還への支援と救援カンパをお願いします?救援会声明①

■天皇即位式のための厳戒態勢のなかでの不当逮捕
　2019 年 10 月 22 日、新天皇ナルヒトの即位式が皇居で行われました。台風の被害もつづくなか、世
界各国からの 400 人もの招待客を招き、莫大な税金を費やし、2万 6千人の警察官が厳戒態勢をつくり
あげるなかで強行された即位式でした。高御座から即位を告げるナルヒトとそれに応える万歳の声は、
主権在民と政教分離を破壊する、まさに天皇制にふさわしい儀式でした。
　「終わりにしよう天皇制！『代替わり』反対ネットワーク（おわてんねっと）」は、この日、新橋から
銀座にいたる「10･22 天皇即位式反対デモ」を決行しました。500名をこえる参加者は、「祝わない」「税
金かえせ」「即位式中止を！」などと書いたプラカードを手にして抗議の声を上げました。デモカーから
は歌が流れました。　
　警視庁は、20年ぶりに設置されたという「最高警備本部」による弾圧態勢を背景に、この日のデモへ
の敵対的妨害を露骨におこないました。デモを両側から規制する重装備の機動隊は、参加者に手をだし
て腕をつかみ、押し、耳元で「早く進め！」と大声を張り上げるなどの妨害をくりかえしました。
逮捕弾圧は立て続けに起こりました。機動隊の妨害に「触るな」と抗議していた仲間３名が、突然「公妨！」
「確保！」のかけ声とともに機動隊に体を押さえ込まれ、地面に引き倒され、逮捕されてしまったのです！
白昼の不当逮捕です。デモ参加者は弾圧抗議の声もあげつつ、最後まで即位式反対デモをやり抜きました。

■弾圧とともにはじまったナルヒト天皇制
　10月 22日の新たな天皇制弾圧は、ナルヒト天皇制もまた、暴力と弾圧とともに歩むことを鮮明に示
しました。「即位恩赦」の一方で３名の仲間を捕らえ、他にも何件もの即位弾圧がかけられるなか、即位
式がおこなわれたのです。
　天皇制が弾圧とともにあったのは戦前のことだけではありません。政治的自由が憲法で保障された戦
後においても、天皇制反対者に対するでっちあげ逮捕や、尾行などの人権侵害、そして右翼テロが繰り
返されてきました。
　世界から不当弾圧と歴史の改ざんを少しでも減らすために、日本天皇制は一刻も早く廃止しなくては
なりません。

■救援カンパを！抗議を！天皇制廃止を！
　３名の仲間は、築地署、湾岸署、大井署に分散留置され、「取り調べ」と称した警察の嫌がらせを受け
ています。突然日常生活から切り離され自由を奪われ、不安でいっぱいだと思います。孤独な獄中での
闘いには、たくさんの皆さんがこの天皇制弾圧を自分のこととして受けとめて、支援を寄せてくださる
ことが何よりの力になります。
　弁護士費用、反撃のための救援カンパを寄せてください。警察に抗議電話をかけてください。救援会
が呼びかける行動に参加してください。そして天皇制廃止のための道のりをともに歩みましょう！
弾圧粉砕！警察は仲間を今すぐかえせ！天皇制の即時廃止を！

2019 年 10月 24日　「10・22天皇即位　式弾圧救援会」
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10/25東京地検の勾留請求、東京地裁の勾留決定糾弾！
「10・22天皇即位式弾圧」２名の仲間をすぐに返せ！救援会声明②

■一度は却下された検察の勾留請求
　10月 22日に 500 名以上の参加を得て銀座で行われた「天皇即位式反対デモ」（おわてんねっと主催）
において、３名の仲間が機動隊に強襲され、不当逮捕されました。許せない！
　10月 25日に東京地検・森中検事は逮捕した３名の勾留（10日間：勾留期限 11月 2日）を東京地裁
に請求。東京地裁は 25日午後２時半ごろこの勾留請求を却下しました。つまり釈放の決定です。本来は
当たり前のことですが、「司法の独立」など絵空事のこの国においては、検察の勾留請求を裁判所が却下
することは大変珍しいことです。東京地裁が政治的な弾圧事件でそのような判断をしたことは前例がほ
とんどないそうです。
　それくらい今回の弾圧が、天皇即位式反対の声をつぶすために準備・強行された不当弾圧だというこ
とです。

■検事が「準抗告」！　ひとりは奪還したが２名は逆転の勾留決定！　絶対許さない！
　東京地検はこの決定に「準抗告」を出しました。勾留却下決定を不服として再び東京地裁に申し立て
たのです。東京地裁刑事 13部はこの準抗告を棄却し、築地署に勾留されていた仲間は無事釈放されまし
た。
　ところが東京地裁刑事８部・刑事 17部は、夜半にかけても準抗告の審理を続け、夜９時ごろになんと
この準抗告を認めてしまったのです！
　これで湾岸署と大井署にいる仲間の釈放は取り消され、10日間の勾留が認められてしまいました！　
ふざけるな！　湾岸署と大井署の外では降りしきる雨の中、仲間や友人たちが二人の釈放を今か今かと
何時間も待っていました。東京地裁のだまし討ち、絶対に許せない！

■湾岸署の差し入れ妨害！　抗議したら警官が「殺すぞ！」と脅迫！　謝罪せよ！
　その上湾岸署は、被疑者に当然保障されている差し入れの権利を「署の独自ルール」と称して恣意的
に決定し、様々な理由をつけて妨害してきました。世界的にも非難ある「代用監獄」で、人権侵害が横
行しているのです。
　「殺すぞ！」脅迫刑事   25 日夜には、救援会の仲間が湾岸署を訪れ、受付でこの差し入れ妨害に抗議
を行いました。すると多数の警官が突如集められ、仲間たちを暴力的に排除し、あろうことか警官の一
人は排除の渦中で「殺すぞ！」という暴言を吐いたのです！　はっきりと動画も残っています。「殺すぞ！」
発言をした警官は今すぐに謝罪しろ！

■一日も早い奪還目指して連日救援活動にとりくんでいます！カンパもお願いします！
　救援会・弁護団は残り２名の一刻もはやい奪還を目指して、連日活動しています。勾留期限前には、
勾留理由開示公判や集会も予定しています。重ね重ねのお願いになりますが、救援カンパもよろしくお
願いします。
　天皇制弾圧粉砕！　一刻も早く仲間をかえせ！

2019 年 10月 27日　「10・22天皇即位式弾圧救援会」

【10・25に築地署から解放された仲間からのメッセージ】
「いきなり機動隊に襲いかかられて、カメラを壊されそうになりました。いつのまにかパトカーに。な
ぜ逮捕されたのか今でも全くわかりません。このデモを潰すためだけに準備された逮捕だったと思い
ます。勾留がつけられてしまった２人も全く状況は同じだと思います。早く釈放すべきです。」
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10・22天皇即位式弾圧★仲間を全員奪還しました！
天皇制弾圧ゆるさず11・14大嘗祭反対ナイトイベントへ！救援会声明③

■獄中に11日間も仲間を捕らえながら続けられた「即位祝賀パーティー」
　11月 1日、天皇即位式弾圧で不当逮捕され、勾留されていたふたりの仲間をとりもどしました！やっ
たー！ 10月 25日に先に奪還した仲間もふくめて、３名とも不起訴処分です！無実の仲間を 11日間も
勾留した警察、検察、裁判所をゆるさない！謝れ！仲間を獄につなぎながら連日「祝賀」パーティーに
明け暮れた天皇制を絶対にゆるさない！廃止だ！
　10月 22日の天皇即位式反対デモには、500 名を超えるひとびとの参加がありました。政府・マスコ
ミの奉祝強制キャンペーンを打ち破って、「祝わない！」「天皇制いらない！」「即位式やめろ！」の声を
あげたのでした。首都「戒厳」の２万６千人の警備体制を敷いた警視庁は、デモに凶暴に襲いかかり、
３名の仲間を逮捕しました。天皇制反対の声の広がりを、むき出しの暴力を使って押さえ込もうという
天皇警察の仕業です！

■天皇制の暴力が明らかに─広がる抗議の声
　72時間の監禁を経て、地検がだした勾留請求を地裁が一度は却下しました。裁判所も勾留をためらう
ほどの不当逮捕だったということです。ここで１人は奪還できましたが、裁判所は不当にも検察の準抗
告を認め、のこり２人にはさらに 10日間の勾留がつけられてしまいました。
　被弾圧者は警察の差別的・侮蔑的な取調べに黙秘でたたかいました。弁護団は連日連夜の接見、法的
対応、書面作成に全力を尽くしてくれました。救援活動は、デモ当日の警察署抗議を皮切りに、カンパ
あつめ、警察署前での激励、差し入れ妨害への抗議、10月 30日の勾留理由開示公判、地裁前での「な
かまをかえせ祭り」、東京地検への抗議など、さまざまな動きを連日展開し、たくさんの仲間とともに弾
圧への抗議の声をあげ続け、奪還を勝ち取りました！　ツイッター経由で獄中へのたくさんの激励メッ
セージもいただきました。ありがとうございます！
　勾留理由開示公判で獄中の仲間が「今回の弾圧をうけて、天皇制の暴力性、弾圧の体質に改めて気づ
かされた」と陳述しました。この弾圧を知った多くの人が同じ思いでいるでしょうし、天皇制の生々し
い暴力を初めて知った人もいると思います。ナルヒト天皇制が、その即位式の日に反対デモを弾圧して
始まったことを、わたしたちは絶対に忘れません。

■ 11・14大嘗祭反対ナイトイベントへ！　みんなあつまれ〜！
　11月 14日には、天皇が「皇祖神アマテラス」と共食するという最重要の宗教儀式「大嘗祭」が皇居
で夜を徹して行うことが予定されています。一晩の儀式のために 27億円もの税金をつかって、天皇の神
格化をもくろむ政教分離違反の宗教儀式が行われようとしています。
　おわてんねっとは、この大嘗祭に抗議するナイトイベント「大嘗祭反対！＠トーキョーステーション」
を 11月 14日 18：30〜 東京駅前丸の内駅前広場で行います！
　天皇制弾圧をはねかえし、「終わりにしよう天皇制！」の声をもっともっと！　なかまたち！　引く
なー、押せ押せ！　　　　　　　　

2019 年 11月 1日　「10・22天皇即位式弾圧救援会」

◆救援カンパの送り先→【郵便振替００１００─３─１０５４４０】　「救援連絡センター」あて
※共用の宛先です。「10･22 天皇即位式弾圧救援カンパ」と必ずご明記ください。
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去
る
一
〇
月
二
四
日
に
流
れ
た
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
ニ
ュ
ー

ス
に
注
目
し
た
。
独
裁
者
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
フ
ラ
ン
コ

（
一
八
九
二
〜
一
九
七
五
）
の
棺
は
、
死
亡
し
た
年
以
来
ず

う
っ
と
首
都
マ
ド
リ
ー
ド
郊
外
に
あ
る
国
立
慰
霊
施
設
「
戦

没
者
の
谷
」
に
埋
葬
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
一
八
年
六
月
に

登
場
し
た
社
会
労
働
党
の
サ
ン
チ
ェ
ス
首
相
は
、
同
施
設
が

元
独
裁
者
の
崇
拝
施
設
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し

た
。
長
期
に
わ
た
る
独
裁
時
代
を
経
験
し
た
国
々
で
は
、
ど

こ
で
も
、
そ
の
時
代
を
懐
か
し
む
遺
族
を
含
め
た
旧
利
権
層

が
一
定
の
割
合
で
存
在
し
続
け
る
一
方
、
住
民
を
分
断
・
支

配
し
た
旧
時
代
の
弊
害
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
活
性

化
す
る
。
後
者
は
「
歴
史
の
記
憶
と
和
解
」
の
た
め
の
努
力

と
言
え
よ
う
。
サ
ン
チ
ェ
ス
首
相
は
、
サ
バ
テ
ー
ロ
元
政
権

期
に
成
立
し
た
法
律
に
基
づ
い
て
、
半
世
紀
近
く
前
に
死
ん

だ
独
裁
者
の
墓
所
の
移
転
を
閣
議
決
定
し
、
反
発
し
た
遺
族

は
裁
判
に
訴
え
た
が
、
今
年
九
月
最
高
裁
は
移
転
を
認
め
る

判
断
を
下
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
先
日
、
遺
族
ら
が
担
い

だ
フ
ラ
ン
コ
の
棺
は
「
戦
没
者
の
谷
」
か
ら
運
び
出
さ
れ
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
三
〇
キ
ロ
離
れ
た
墓
地
に
移
送
さ
れ
、
妻

が
眠
る
家
族
の
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
。

　

一
〇
年
ほ
ど
も
前
だ
っ
た
か
、
私
が
ス
ペ
イ
ン
を
訪
れ

た
と
き
の
書
店
に
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
期
（
一
九
三
六
〜

三
九
）
や
フ
ラ
ン
コ
独
裁
期
（
一
九
三
九
〜
七
五
）
の
回
想

録
と
研
究
書
が
そ
れ
こ
そ
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
て
い
た
。
前

者
が
終
わ
っ
て
七
〇
年
有
余
、
後
者
の
終
焉
か
ら
も
三
〇
年

以
上
は
経
っ
て
い
た
。
癒
し
が
た
い
記
憶
に
刻
ま
れ
た
時
代

を
冷
静
に
振
り
返
る
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
年
月
が
必
要
な
ん

だ
よ

─
ス
ペ
イ
ン
の
友
は
そ
う
言
っ
た
。

　

韓
国
も
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
八
〇
年
代
半
ば

ま
で
長
く
続
い
た
軍
事
独
裁
政
権
時
代
の
「
清
算
」
に
取
り

組
む
国
で
あ
る
。「
嫌
韓
」
意
識
が
蔓
延
る
日
本
社
会
で
は

見
よ
う
と
し
な
い
人
が
多
い
が
、
そ
の
作
業
は
多
面
的
に
行

な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
も
っ
と
も
目
立
つ
の
は
検
察
改
革

を
め
ぐ
る
激
し
い
攻
防
だ
ろ
う
。
検
察
は
軍
事
独
裁
下
で
捜

査
権
と
起
訴
権
を
独
占
し
、
警
察
も
常
に
検
察
の
指
揮
権
下

に
組
み
込
ま
れ
た
。
法
務
省
の
役
職
は
検
事
出
身
者
が
占
め

る
よ
う
に
な
り
、
大
統
領
府
要
職
に
も
検
察
の
高
級
官
僚
が

就
い
た
。
軍
事
政
権
か
ら
代
わ
っ
た
歴
代
文
民
政
権
は
、
不

公
正
な
検
察
機
関
の
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
て
き
た
。
金
大

中
、
盧
武
鉉
両
政
権
は
裁
判
所
シ
ス
テ
ム
の
改
善
に
は
一

定
の
力
を
発
揮
し
た
が
、
検
察
改
革
で
は
大
き
な
壁
に
ぶ
つ

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
在
寅
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
公
約
と

し
て
検
察
改
革
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。眼
目
は
二
つ
あ
っ
て
、

高
位
公
職
者
犯
罪
捜
査
処
の
新
設
と
警
察
に
一
次
的
捜
査
終

結
権
を
付
与
す
る
検
察
・
警
察
捜
査
権
の
調
整
だ
と
い
う
。

い
ず
れ
も
、
検
察
の
政
治
権
力
化
を
防
ぐ
の
が
目
的
だ
。

独
裁
時
代
の
「
過
去
克
服
」
に
向
け
て
藻
掻
く
ス
ペ
イ
ン
と
韓
国

　

文
在
寅
の
全
幅
の
信
頼
を
受
け
て
い
た
曺
国
前
法
相
は
、

「
命
を
か
け
て
検
察
改
革
を
成
し
遂
げ
る
」
と
語
っ
て
い
た

（『
週
刊
金
曜
日
』
10
月
25
日
号
）。
そ
れ
は
、
最
強
の
韓
国

検
察
が
「
ど
ん
な
権
力
も
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
を

持
ち
な
が
ら
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
か
ら
は
統
制
さ
れ
ず
牽

制
も
さ
れ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
家
族
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
を
テ
コ
に
取
っ
た
検
察
の
「
人
質
」
捜
査
に
晒
さ
れ
な

が
ら
、
曺
国
は
「
検
察
改
革
案
」
を
発
表
し
て
、
見
取
り
図

を
示
し
て
か
ら
辞
任
し
た
。
こ
の
「
攻
防
」
の
構
造
に
目
を

向
け
ず
、
法
相
一
家
の
「
醜
聞
」
に
の
み
異
常
な
関
心
を
示

し
た
日
本
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
の
衰
弱
ぶ
り
は
、
も
は
や

言
う
も
虚
し
い
が
、
度
し
難
い
。

　

さ
て
、
東
京
都
八
王
子
市
長
房
町
に
あ
る
皇
室
墓
地
（
武

蔵
陵
墓
地
）
に
は
「
武
蔵
野
陵
」
と
呼
ば
れ
る
上
円
下
方
墳

が
あ
っ
て
、
昭
和
天
皇
裕
仁
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
広
く

東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
を
顧
み
る
時
、「
歴
史
の
記
憶
と
和

解
」
の
た
め
に
は
、
自
民
族
中
心
主
義
者
＋
排
外
主
義
者
の

拠
り
所
と
な
る
こ
の
墓
所
そ
の
も
の
を
撤
去
す
べ
き
だ
と

す
る
思
想
と
行
動
は
、
こ
の
社
会
に
い
つ
現
わ
れ
る
だ
ろ
う

か

─
私
た
ち
の
世
代
で
は
実
現
で
き
て
い
な
い
「
不
甲
斐

な
さ
」
を
自
覚
し
つ
つ
問
う
て
み
る
。
裕
仁
が
こ
こ
に
埋
葬

さ
れ
て
か
ら
、
ま
だ
三
〇
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
埋
葬
か

ら
四
四
年
後
の
独
裁
者
・
フ
ラ
ン
コ
の
棺
の
移
転
は
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
政
治
の
枠
内
で
も
実
現
さ
れ
た
。
私
た
ち
が
直
面
し

て
い
る
事
態
と
は
、
い
く
つ
も
の
条
件
を
異
に
し
て
い
て

も
、
ス
ペ
イ
ン
と
韓
国
で
進
行
中
の
「
歴
史
の
記
憶
」
を
留

め
る
作
業
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
多
々
あ
り
そ
う
だ
。
私

た
ち
が
未
だ
に
「
過
去
克
服
」
を
な
し
得
て
い
な
い
か
ら
こ

そ
、
現
在
の
政
治
・
社
会
・
思
想
状
況
の
泥
沼
の
中
に
「
停

滞
」
し
て
い
る
か
ら
に
は
…
…
。

（
11
月
２
日
記
）

の

夢
は
夜
ひ
ら
く
113

み
た
び
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新
天
皇
即
位
祝
賀
パ
レ
ー
ド
が
、
台
風
〈
大
雨
・
強
風
〉
被

害
の
拡
大
状
況
を
配
慮
し
て
延
期
の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で

き
た
時
、私
（
た
ち
）
は
だ
れ
し
も
、あ
ん
な
巨
額
の
費
用
を
使
っ

た
祝
賀
儀
礼
の
す
べ
て
を
中
止
に
し
、
被
災
地
（
者
）
に
金
を

使
え
、
と
思
っ
た
は
ず
だ
。

　
「
10
・
22
天
皇
即
位
式
反
対
デ
モ
」（
主
催
「
終
わ
り
に
し
よ

う
天
皇
制
！
『
代
替
わ
り
』
反
対
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
デ
モ
は
、

予
想
通
り
、
権
力
（
機
動
隊
）
の
暴
力
的
介
入
で
混
乱
を
く
り

返
し
、
三
名
の
ま
っ
た
く
不
当
な
逮
捕
者
が
出
た
。

　
「
予
想
通
り
」
と
書
い
た
の
は
、
ま
ず
『
週
刊
新
潮
』（
10
／

24
）
に
〈
公
安
警
察
の
「
極
左
過
激
派
と
と
も
に
『
反
天
皇
制

運
動
連
絡
会
（「
反
天
連
」）』
の
主
要
メ
ン
バ
ー
も
含
ま
れ
て
い
」

る
「
注
意
人
物
リ
ス
ト
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
よ
う

な
記
事
が
公
然
と
タ
レ
流
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
「
お
わ
て
ん
ね
っ
と
」
で
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る

「
労
働
者
共
闘
」
の
北
海
道
の
メ
ン
バ
ー
が
一
人
、
だ
れ
し
も

が
あ
た
り
ま
え
に
行
っ
て
い
る
銀
行
口
座
の
使
用
を
、
ま
っ
た

く
根
拠
な
く
「
窃
盗
」
と
で
っ
ち
あ
げ
て
逮
捕
す
る
と
い
う
許

し
が
た
い
非
合
法
化
し
た
公
安
の
動
き
が
（
10
／
16
）
す
で
に

私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
天
皇
警
備
は
ナ
ン

デ
モ
ア
リ
！
）。

　

一
〇
月
二
〇
日
、
私
は
「
反
天
皇
制
・
反
戦
・
改
憲
阻
止
行

動
」
の
集
会
に
、「
お
わ
て
ん
ね
っ
と
」
の
二
二
日
の
行
動
へ

の
参
加
を
呼
び
か
け
る
ア
ピ
ー
ル
を
主
要
任
務
と
し
て
出
か
け

た
。
そ
こ
で
は
講
師
の
伊
藤
晃
の
〈
戦
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
か
ら
闘
え
と
指
示
さ
れ
た
「
君
主
制
＝
天
皇
制
」

と
実
は
ど
う
闘
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
人
民
の
天
皇
制
支
持

天野恵一

の
声
の
大
き
さ
の
前
に
大
衆
行
動
が
つ
く
れ
ず
、
大
量
に
転
向

し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
〉
と
い
う
、
歯
に
衣
を
着
せ
な
い

話
が
、
心
に
残
っ
た
。
本
当
の
「
転
向
の
時
代
」（
大
衆
か
ら

の
孤
立
）
の
再
来
、
今
や
そ
の
言
葉
は
思
想
的
に
死
語
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
に
現
在
の
「
転
向
」
の
性

格
（
ま
っ
た
く
無
自
覚
に
倫
理
的
痛
み
の
な
い
自
明
の
ご
と
く

な
さ
れ
る
そ
れ
）
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
〇
月
二
一
日
は
「
労
働
者
共
闘
」
主
催
の
「
天
皇
制
廃
止

に
向
け
た
10
・
21
集
会
」
へ
、
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て

参
加
。「
天
皇
制
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
の
テ
ー
マ
で
話
し
た
。

す
で
に
マ
ラ
ソ
ン
と
競
歩
を
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
身
体
を
考
え
て

東
京
か
ら
札
幌
へ
移
し
て
い
こ
う
と
い
う
Ｉ
Ｏ
Ｃ
決
定
は
マ
ス

コ
ミ
の
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
夏
の
東
京
は
「
温
暖
」
で
ベ
ス

ト
と
公
然
と
嘘
を
つ
い
て
招
致
し
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
マ
ス

コ
ミ
は
触
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
」

下
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
全
体
が
安
倍
首
相
の
〈
東
京
・
福
島
は
放

射
能
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
て
ま
っ
た
く
安
全
〉
と
い

う
、
ト
ン
デ
モ
な
い
大
嘘
に
よ
っ
て
東
京
に
決
定
さ
れ
た
と
い

う
、
大
き
な
事
実
に
つ
い
て
は
ど
こ
も
ま
っ
た
く
触
れ
よ
う
と

し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
権
力
の
広
報
機

関
に
な
り
果
て
て
い
る
と
い
う
こ
の
事
実
の
確
認
か
ら
話
を
始

め
た
。
国
策
（
高
度
の
政
治
）
こ
そ
「
非
政
治
性
」
を
よ
そ
お
っ

て
、
マ
ス
コ
ミ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
に
国
の
支
配
者
（
政
治

家
）
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
、

天
皇
「
代
替
わ
り
」
儀
礼
も
同
じ
で
あ
る
。

　

三
名
の
逮
捕
者
が
出
た
10
・
22
の
「
即
位
式
」
反
対
デ
モ
の

渦
中
、
抗
議
の
た
め
に
デ
モ
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
時
、
私
は
、

突
然
東
京
の
大
学
で
教
え
て
い
る
韓
国
の
友
人
に
デ
モ
隊
の
外

か
ら
声
を
か
け
ら
れ
、
韓
国
の
Ｔ
Ｖ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
右
翼
が

ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
ヤ
バ
イ
路
上
で
、
受
け
る
は
め
に
な
っ
た
。

五
分
足
ら
ず
で
、
何
故
こ
の
デ
モ
か
、
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
マ
ス
コ
ミ
は
天
皇
（
日
本
の
伝
統
）
賛
美
一
色
で
、
全

員
が
「
祝
賀
」
ム
ー
ド
で
あ
る
か
の
ご
と
く
演
出
し
、
政
府
を

全
面
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
が
、
こ
の
儀
式
全
体
に
反
対
し

て
い
る
人
間
は
、
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
、
そ
の
声
を
ハ
ッ

キ
リ
と
示
す
た
め
の
行
動
だ
。
各
地
で
い
く
つ
も
上
が
っ
て
い

る
小
さ
な
多
様
な
抗
議
の
声
（
行
動
）
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の

マ
ス
コ
ミ
は
こ
ん
ど
も
ま
っ
た
く
報
道
し
な
い
だ
ろ
う
が
、「
主

権
在
民
」
憲
法
下
の
あ
た
り
ま
え
の
行
動
で
あ
る
、
そ
ん
な
こ

と
を
ア
タ
フ
タ
と
話
し
た
。

　

新
天
皇
の
「
即
位
礼
正
殿
の
義
」
の
「
勅
語
」。「
上
皇
陛
下
」

は
「
常
に
国
民
の
幸
せ
と
世
界
の
平
和
を
願
わ
れ
」
た
こ
と
に

「
思
い
を
致
し
」「
国
民
の
幸
せ
と
世
界
の
平
和
を
常
に
願
い
、

国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
憲
法
に
の
っ
と
り
、
日
本
国
及
び

日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い

ま
す
」。
こ
れ
に
対
し
て
は
全
マ
ス
コ
ミ
は
先
代
に
続
く「
民
主
・

平
和
」
天
皇
と
し
て
大
賛
美
一
色
。

　

天
皇
が
「
現
人
神
」
の
座
「
高
御
座
」
か
ら
臣
下
に
向
か
っ

て
発
す
る
と
い
う
こ
の
儀
式
、
安
倍
首
相
の
「
寿よ

ご
と詞

」
と
天
皇

を
仰
ぎ
見
な
が
ら
「
天
皇
陛
下
万
歳
」。
こ
の
セ
レ
モ
ニ
ー
と

つ
い
に
派
兵
国
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
平
成
」（
天
皇
）
の

時
代
を
平
和
と
強
弁
す
る
こ
と
を
も
含
め
て
、「
お
言
葉
」
全

体
が
示
し
て
い
る
の
は
、戦
後
憲
法
の
「
民
主
主
義
・
人
権
尊
重
・

絶
対
平
和
主
義
原
則
」
の
破
壊
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に

あ
る
の
は
最
高
度
の
欺
瞞
（
偽
善
）
と
嘘
だ
け
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
ヒ
ロ
ヒ
ト
で
ス
タ
ー
ト
し
、
ア
キ
ヒ
ト
で
完
成
さ

れ
た〈
欺
瞞
と
無
責
任
〉の
体
系
が
ナ
ル
ヒ
ト（
三
代
目
）に
よ
っ

て
大
々
的
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
そ
こ
に
確
認
す
る
だ
け
で
あ

る
。

40

最
高
度
の
「
欺
瞞
（
偽
善
）」
の
継
承
の
宣
言
セ
レ
モ
ニ
ー

─
〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判 

そ
の
６
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【
10
月
１
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
第
60
回
海
外
日
系
人
大
会
の
記

念
式
典
に
出
席
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
新
国
立
劇
場
を
訪
れ
、
チ
ャ

イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
オ
ペ
ラ
「
エ
ウ
ゲ
ニ
・
オ
ネ
ー

ギ
ン
」
を
鑑
賞
。

代
替
わ
り
◆
即
位
を
祝
う
短
歌
に
つ
い
て
、
国

内
外
か
ら
募
集
を
始
め
る
。

「
上
皇
侍
医
」
◆
Ｊ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
東
京
新
宿
メ
デ
ィ
カ

ル
セ
ン
タ
ー
外
科
の
松
崎
裕
幸
が
就
任
。

【
10
月
２
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
８
月
の
記
録
的
大
雨
で
３
人
が

死
亡
す
る
な
ど
被
害
が
大
き
か
っ
た
佐
賀
県
と
、

９
月
の
台
風
15
号
で
停
電
な
ど
の
被
害
を
受
け

た
千
葉
県
と
東
京
都
に
見
舞
金
を
贈
っ
た
。

秋
篠
宮
◆
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
同
県

富
岡
市
の
富
岡
製
糸
場
を
視
察
。

紀
子
◆
六
本
木
の
映
画
館
で
開
か
れ
た
試
写
会

で
、「
蜜
蜂
と
遠
雷
」
を
鑑
賞
。

大
嘗
祭
◆
宮
内
庁
が
、「
大
嘗
祭
」
に
供
え
る
各

都
道
府
県
の
農
水
産
物
を
発
表
。
特
産
品
は「
庭

積
机
代
物
」
と
呼
ば
れ
る
。

【
10
月
４
日
】

徳
仁
◆
第
２
０
０
臨
時
国
会
の
開
会
式
に
出
席

し
「
お
言
葉
」
を
述
べ
る
。

【
10
月
６
日
】

眞
子
◆
有
明
コ
ロ
シ
ア
ム
を
訪
れ
、
男
子
テ
ニ

ス
の
楽
天
ジ
ャ
パ
ン
・
オ
ー
プ
ン
の
決
勝
を
観

戦
。

即
位
パ
レ
ー
ド
◆
「
祝
賀
御
列
の
儀
」
の
リ
ハ
ー

サ
ル
が
、
本
番
と
同
様
、
交
通
規
制
し
て
行
わ

れ
る
。

【
10
月
７
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
開
か

れ
た
「
更
生
保
護
制
度
施
行
70
周
年
記
念
全
国

大
会
」
に
出
席
。

明
仁
、
美
智
子
◆
国
立
劇
場
を
訪
れ
、
琉
球
舞

踊
家
の
志
田
房
子
、
真
木
親
子
の
公
演
を
鑑
賞
。

眞
子
◆
水
戸
市
で
国
体
の
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
競
技

を
観
戦
。

即
位
パ
レ
ー
ド
◆
宮
内
庁
が
「
祝
賀
御
列
の
儀
」

で
、
徳
仁
、
雅
子
が
乗
車
す
る
オ
ー
プ
ン
カ
ー

を
報
道
陣
に
公
開
。

【
10
月
８
日
】

紀
子
◆
東
京
都
港
区
の
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会

を
訪
れ
、
母
子
手
帳
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席
。

眞
子
◆
笠
松
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
で
国
体
の

総
合
閉
会
式
に
臨
む
。

皇
位
継
承
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
参
院
本
会
議
で
、

「
男
系
継
承
が
古
来
、
例
外
な
く
維
持
さ
れ
て
き

た
こ
と
の
重
み
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
慎
重

か
つ
丁
寧
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
」。

【
10
月
９
日
】

元
号
◆
愛
知
県
警
運
転
免
許
課
が
、
免
許
更
新

期
間
に
誤
っ
て
「
平
成
１
年
」
と
表
記
し
た
は

が
き
を
、
県
内
の
約
１
万
人
に
送
付
し
て
い
た
。

【
10
月
10
日
】

徳
仁
、雅
子
◆
秋
田
市
で
９
月
に
行
わ
れ
た
「
全

国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
で
の
「
国
歌
斉
唱
」

の
際
、
明
仁
、
美
智
子
の
前
例
を
変
え
、
後
ろ

を
振
り
返
っ
て
「
日
の
丸
」
の
旗
を
見
上
げ
た

ま
ま
「
君
が
代
」
を
聴
い
た
と
し
て
、
天
皇
と

し
て
「
国
旗
」
や
「
国
歌
」
と
ど
う
向
き
合
う

の
か
、
識
者
の
間
で
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
。

即
位
礼
◆
共
産
党
が
22
日
に
行
わ
れ
る
「
即
位

礼
正
殿
の
儀
」
を
巡
り
「
憲
法
の
国
民
主
権
、

政
教
分
離
の
原
則
と
両
立
し
な
い
」
と
し
て
出

席
し
な
い
意
向
を
示
し
た
。

靖
国
神
社
◆
南
京
事
件
へ
の
抗
議
活
動
な
ど
の

た
め
に
靖
国
神
社
の
敷
地
に
入
っ
た
と
し
て
、

建
造
物
侵
入
の
罪
に
問
わ
れ
た
２
人
の
被
告
の

判
決
で
、
東
京
地
裁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
８
月
、

執
行
猶
予
３
年（
求
刑
懲
役
１
年
）と
懲
役
６
月
、

執
行
猶
予
３
年
（
同
10
月
）
を
言
い
渡
す
。

【
10
月
11
日
】

徳
仁
、雅
子
◆
ラ
グ
ビ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ（
Ｗ

杯
）
を
観
戦
す
る
た
め
に
訪
日
し
て
い
る
英
国

の
ア
ン
王
女
夫
妻
を
赤
坂
御
所
に
招
き
、
懇
談
。

明
仁
、
美
智
子
、
清
子
◆
明
仁
、
美
智
子
が
東

京
芸
術
劇
場
を
訪
れ
、
特
別
展
「
ジ
ョ
ン
・
グ
ー

ル
ド
の
鳥
類
図
譜
─
19
世
紀　

描
か
れ
た
世
界

の
鳥
と
そ
の
時
代
」
を
鑑
賞
。
長
女
で
鳥
類
学

者
の
黒
田
清
子
が
企
画
し
た
も
の
で
、
明
仁
、

美
智
子
に
展
示
内
容
を
解
説
。

【
10
月
13
日
】

紀
子
、
悠
仁
◆
紀
子
と
悠
仁
が
横
浜
市
で
行
わ

れ
る
ラ
グ
ビ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本—

ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
戦
の
観
戦
を
取
り
や
め
る
。

【
10
月
14
日
】

佳
子
◆
渋
谷
区
で
開
か
れ
た
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト

日
本
連
盟
の
主
催
行
事
で
あ
い
さ
つ
。

【
10
月
15
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
皇
居
・
宮
殿
で
、「
即
位
礼
正
殿

の
儀
」
の
予
行
演
習
に
臨
む
。
宮
内
庁
に
よ
る

と
、
予
行
演
習
は
正
殿
の
儀
が
催
さ
れ
る
宮
殿

「
松
の
間
」
で
行
わ
れ
、宮
内
庁
職
員
ら
が
参
加
、

２
人
は
当
日
の
流
れ
や
所
作
な
ど
を
確
認
し
た
。

大
嘗
祭
◆
栃
木
県
高
根
沢
町
と
京
都
府
南
丹
市

の
「
斎
田
」
で
収
穫
し
た
コ
メ
を
納
め
る
行
事

「
新
穀
供
納
」
が
、
皇
居
・
東
御
苑
で
建
設
中
の

大
嘗
宮
の
一
角
で
行
わ
れ
る
。

即
位
恩
赦
◆
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
に
合
わ
せ

て
実
施
す
る
予
定
の
政
令
恩
赦
に
つ
い
て
、
対

象
者
数
が
約
55
万
人
に
上
る
と
の
見
通
し
を
自

民
党
総
務
会
に
報
告
。

【
10
月
16
日
】

雅
子
◆
雅
子
が
米
国
で
過
ご
し
た
高
校
、
大
学

時
代
に
親
交
が
あ
っ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
エ
ズ

ラ
・
ボ
ー
ゲ
ル
名
誉
教
が
、
取
材
に
応
じ
、
雅

子
が
語
学
力
や
元
外
交
官
の
経
験
を
生
か
し「
日

本
の
気
持
ち
」
を
対
外
的
に
伝
え
る
役
割
に
期

待
し
て
い
る
と
述
べ
「
彼
女
な
ら
努
力
し
な
く

て
も
で
き
る
」
と
エ
ー
ル
を
送
っ
た
と
報
道
。

【
10
月
17
日
】

秋
篠
宮
◆
ラ
グ
ビ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
日

本
の
ベ
ス
ト
８
入
り
に
つ
い
て
、
大
会
組
織
委

員
会
の
御
手
洗
冨
士
夫
会
長
に
祝
意
を
伝
え
て

い
た
。

即
位
礼
◆
徳
仁
の「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」を
前
に
、

警
視
庁
が
、
羽
田
空
港
の
警
備
状
況
を
公
開
。

靖
国
神
社
◆
靖
国
神
社
の
宮
司
を
脅
す
手
紙
を

出
し
た
と
し
て
、
警
視
庁
公
安
部
が
、
脅
迫
の

疑
い
で
男
性
を
逮
捕
。
１
９
７
５
年
を
最
後
に

靖
国
神
社
へ
の
天
皇
参
拝
が
途
絶
え
て
い
る
こ

と
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。

【
10
月
18
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
明
仁
、
美
智
子
◆
徳
仁
、
雅
子

が
皇
居
・
吹
上
仙
洞
御
所
を
訪
れ
、
明
仁
、
美

10
月
1
日
〜
10
月
31
日
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智
子
に
あ
い
さ
つ
。
正
殿
の
儀
に
出
席
し
な
い

明
仁
、
美
智
子
に
対
し
、
儀
式
の
実
施
を
事
前

に
報
告
。

天
皇
、
皇
族
◆
徳
仁
、
雅
子
が
、「
即
位
礼
正
殿

の
儀
」
が
執
り
行
わ
れ
る
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」

で
、
儀
式
の
予
行
演
習
に
臨
む
。
秋
篠
宮
ら
皇

族
が
参
加
。

代
替
わ
り
◆
大
島
理
森
・
衆
院
議
長
と
赤
松
広

隆
・
副
議
長
が
徳
仁
の
即
位
を
祝
う
衆
院
議
員

一
同
を
代
表
し
、
徳
仁
に
洋
画
家
絹
谷
幸
二
の

絵
画
１
点
を
贈
呈
。

懲
戒
免
除
◆
政
府
が
、「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
に

合
わ
せ
て
実
施
で
き
る
国
家
公
務
員
の
懲
戒
処

分
免
除
を
見
送
る
方
針
を
固
め
た
。

即
位
パ
レ
ー
ド
◆
政
府
が
閣
議
で
、
22
日
に
予

定
し
て
い
た
パ
レ
ー
ド
「
祝
賀
御
列
の
儀
」
を

延
期
し
、
11
月
10
日
に
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
。

「
献
上
品
」
◆
徳
仁
の
即
位
を
祝
う
安
倍
内
閣
一

同
の
献
上
品
と
し
て
、
金
属
工
芸
家
で
あ
る
宮

田
亮
平
・
文
化
庁
長
官
が
制
作
し
た
イ
ル
カ
を

題
材
に
し
た
置
物
「
シ
ュ
プ
リ
ン
ゲ
ン
」
が
完

成
し
た
。

政
令
恩
赦
◆
政
府
が
閣
議
で
、
徳
仁
の
即
位
に

伴
う
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
に
合
わ
せ
、
政
令

恩
赦
を
実
施
す
る
。

【
10
月
19
日
】

「
高
御
座
」
◆
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」（
22
日
）

が
執
り
行
わ
れ
る
皇
居
・
宮
殿
「
松
の
間
」
を

報
道
陣
に
公
開
。

水
俣
病
犠
牲
者
慰
霊
式
◆
水
俣
病
の
犠
牲
者

慰
霊
式
が
、
熊
本
県
水
俣
市
で
開
か
れ
、
約

８
３
０
人
が
犠
牲
者
を
追
悼
。
毎
年
、
公
式
確

認
さ
れ
た
５
月
１
日
に
開
か
れ
て
い
る
が
、
当

年
は
天
皇
の
即
位
日
と
重
な
り
延
期
さ
れ
た
。

【
10
月
20
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
美
智
子
が
85
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
、
吹
上
仙
洞
御
所
に
徳
仁
、
雅
子
や
愛
子
ら

が
集
い
、
明
仁
、
美
智
子
と
共
に
昼
食
。
秋
篠

宮
一
家
や
黒
田
清
子
夫
妻
も
訪
れ
る
。

佳
子
◆
駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園
内
の
体
育
館

を
訪
れ
「
ド
レ
ミ
フ
ァ
ダ
ン
ス
コ
ン
サ
ー
ト
」

を
鑑
賞
。

【
10
月
21
日
】

代
替
わ
り
◆
「
製
造
貨
幣
大
試
験
」
が
、
大
阪

市
北
区
の
造
幣
局
で
開
か
れ
る
。
対
象
は
当
年

10
月
ま
で
約
１
年
間
に
製
造
さ
れ
た
１
円
か
ら

５
０
０
円
の
通
常
貨
幣
に
加
え
、
徳
仁
即
位
を

記
念
し
た
１
万
円
金
貨
や
２
０
２
０
年
の
東
京

五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
記
念
貨
幣
。

「
即
位
礼
外
交
」
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、「
即
位

礼
正
殿
の
儀
」
に
合
わ
せ
て
訪
日
し
た
各
国
・

地
域
要
人
と
の「
マ
ラ
ソ
ン
会
談
」を
ス
タ
ー
ト
。

即
位
礼
警
備
◆
警
察
庁
が
、
最
大
時
約

２
万
６
千
人
の
警
察
官
を
投
入
し
て
警
備
を
実

施
す
る
。
警
視
庁
も
「
最
高
警
備
本
部
」
を
立

ち
上
げ
、
厳
戒
態
勢
で
臨
む
。

【
10
月
22
日
】

即
位
礼
◆「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」が
、「
国
事
行
為
」

と
し
て
皇
居
・
宮
殿
で
執
り
行
わ
れ
る
。「
松
の

間
」
で
行
わ
れ
、
古
式
装
束
「
黄
櫨
染
袍
」
を

着
た
徳
仁
が
天
孫
降
臨
神
話
に
由
来
す
る
高
御

座
に
上
り
、
侍
従
が
皇
位
の
し
る
し
と
さ
れ
る

「
三
種
の
神
器
」
の
う
ち
剣
と
璽
（
勾
玉
）
を
、

国
の
印
の
「
国
璽
」
と
天
皇
の
印
の
「
御
璽
」

と
共
に
安
置
。
十
二
単
姿
の
雅
子
が
隣
の
「
御

帳
台
」
に
立
ち
、安
倍
晋
三
首
相
が
祝
辞
の
「
寿

詞
」
を
述
べ
、
参
列
者
と
万
歳
三
唱
。
政
府
が

１
９
４
カ
国
と
国
連
、
欧
州
連
合
の
代
表
ら
国

内
外
の
２
千
人
以
上
を
招
待
し
、
外
国
の
元
首

や
王
族
、政
府
高
官
の
ほ
か
、三
権
の
長
や
閣
僚
、

各
界
の
代
表
ら
が
参
列
。

即
位
礼
弾
圧
◆
東
京
・
銀
座
で
天
皇
制
に
反
対

す
る
市
民
ら
が
デ
モ
行
進
。
公
務
執
行
妨
害
容

疑
で
男
女
３
人
が
現
行
犯
逮
捕
。

親
書
送
達
◆
文
在
寅
・
大
統
領
の
親
書
を
外
交

ル
ー
ト
を
通
じ
て
徳
仁
に
送
達
。

【
10
月
23
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
徳
仁
、
雅
子
が
、
前
日
の
「
即

位
礼
正
殿
の
儀
」
に
参
列
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
国
王
夫
妻
ら
18
カ
国
の
王
族
を

赤
坂
御
所
に
招
き
、
飲
食
を
共
に
し
て
懇
談
。

秋
篠
宮
、紀
子
ら
皇
族
が
出
席
し
た
ほ
か
、明
仁
、

美
智
子
も
同
席
。

徳
仁
、
雅
子
、
明
仁
、
美
智
子
、
眞
子
◆
28
歳

の
誕
生
日
を
迎
え
た
眞
子
が
、
徳
仁
、
雅
子
に

あ
い
さ
つ
す
る
た
め
、赤
坂
御
所
を
訪
問
。明
仁
、

美
智
子
に
あ
い
さ
つ
す
る
た
め
、
吹
上
仙
洞
御

所
へ
。

皇
位
継
承
策
◆
「
日
本
の
尊
厳
と
国
益
を
護
る

会
」
が
国
会
内
で
会
合
を
開
き
、
安
定
的
な
皇

位
継
承
策
と
し
て
、
旧
宮
家
（
旧
皇
族
）
の
皇

籍
復
帰
を
可
能
と
す
る
よ
う
求
め
る
提
言
を
ま

と
め
る
。

【
10
月
24
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
宮
内
庁
が
、
徳
仁
、
雅

子
が
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
を
終
え
「
う
れ
し

く
、
安
堵
さ
れ
、
出
席
し
た
内
外
の
方
に
深
い

感
謝
を
持
た
れ
て
い
る
」
と
明
ら
か
に
。
愛
子

は
、
徳
仁
、
雅
子
が
正
殿
の
儀
や
祝
宴
「
饗
宴

の
儀
」
の
た
め
赤
坂
御
所
と
皇
居
を
行
き
来
す

る
際
、
見
送
り
や
出
迎
え
を
し
、
儀
式
の
様
子

を
テ
レ
ビ
で
見
守
っ
て
い
た
。

秋
篠
宮
、
紀
子
◆
渋
谷
区
の
明
治
神
宮
を
訪
れ
、

境
内
に
新
設
さ
れ
た
明
治
神
宮
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
開
館
式
に
出
席
。

【
10
月
25
日
】

「
饗
宴
の
儀
」
◆
安
倍
晋
三
首
相
ら
三
権
の
長
、

国
会
議
員
ら
３
９
７
人
が
参
加
。

【
10
月
27
日
】

大
嘗
祭
◆
「
大
嘗
祭
」
に
用
い
る
た
め
織
ら
れ

て
い
た
麻
の
布
「
麁
服
」
が
徳
島
県
で
完
成
し
、

県
内
２
カ
所
で
宮
内
庁
へ
持
参
す
る
住
民
ら
が

出
発
式
を
す
る
。

女
性
天
皇
◆
共
同
通
信
社
が
26
、
27
両
日
に
実

施
し
た
全
国
緊
急
電
話
世
論
調
査
に
よ
る
と
、

政
府
が
検
討
す
る
予
定
の
安
定
的
な
皇
位
継
承

策
に
関
連
し
、
女
性
天
皇
を
認
め
る
こ
と
に
賛

成
は
81
・
９
％
、
反
対
は
13
・
５
％
だ
っ
た
。

【
10
月
29
日
】

「
饗
宴
の
儀
」
◆
各
地
の
知
事
や
国
会
議
員
ら

６
７
８
人
が
参
列
。

徳
仁
、
雅
子
、
美
智
子
◆
元
国
連
難
民
高
等
弁

務
官
緒
方
貞
子
の
葬
儀
に
。
美
智
子
が
弔
問
。

徳
仁
、
雅
子
の
花
が
飾
ら
れ
た
。

【
10
月
30
日
】

大
嘗
祭
◆
供
え
ら
れ
る
全
国
の
特
産
品
「
庭
積

机
代
物
」
の
う
ち
コ
メ
や
ア
ワ
が
、
宮
内
庁
に

届
く
。

【
10
月
31
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
那
覇
市
の
首
里
城
の
火
災
を
受

け
「
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
は
、
沖
縄
の
歴
史
や

文
化
を
象
徴
す
る
首
里
城
が
焼
失
し
た
こ
と
を

大
変
残
念
に
思
っ
て
い
る
」。

「
饗
宴
の
儀
」
◆
４
回
目
の
「
饗
宴
の
儀
」
が
催

さ
れ
、
駐
日
外
国
大
使
や
国
内
の
各
界
代
表
ら

６
９
１
人
が
参
列
。
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香
港
人
靖
国
抗
議
弾
圧
・
有
罪
判
決

弾
劾
！

 

　

靖
国
神
社
外
苑
で
「
南
京
大
虐
殺
」
に
抗
議

し
た
香
港
人
の
郭
紹
傑
（
グ
オ
・
シ
ウ
ギ
）
さ

ん
と
、
そ
の
行
動
を
ビ
デ
オ
で
記
録
し
て
い
た

嚴
敏
華
（
イ
ン
・
マ
ン
ワ
）
さ
ん
に
対
す
る
「
見

せ
し
め
弾
圧
」。二
人
に
対
す
る
裁
判
の
判
決
が
、

一
〇
月
一
〇
日
に
東
京
地
裁
で
言
い
渡
さ
れ
た
。

　

判
決
内
容
は
、
郭
さ
ん
が
懲
役
八
月
、
嚴
さ

ん
が
同
六
月
（
と
も
に
執
行
猶
予
三
年
）、
そ
れ

ぞ
れ
未
決
勾
留
一
五
〇
日
算
入
と
い
う
も
の
。

求
刑
（
郭
さ
ん
に
対
し
て
懲
役
一
年
、
嚴
さ
ん

に
対
し
て
同
一
〇
月
）
よ
り
は
短
縮
さ
れ
た
が
、

か
れ
ら
の
非
暴
力
の
行
為
、
表
現
の
自
由
に
属

す
る
行
為
を
犯
罪
と
決
め
つ
け
る
不
当
判
決
だ
。

郭
さ
ん
は
退
廷
す
る
際
、「
日
本
軍
国
主
義
は
謝

罪
と
賠
償
を
せ
よ
」
と
拳
を
振
り
上
げ
た
。
そ

し
て
無
罪
を
訴
え
る
二
人
は
、
即
日
控
訴
し
た
。

　

二
人
に
対
す
る
救
援
活
動
を
続
け
て
き
た

「
12
・
12
靖
国
抗
議
見
せ
し
め
弾
圧
を
許
さ
な
い

会
」
で
は
、
判
決
に
先
立
ち
、
九
月
三
〇
日
に

「
南
京
大
虐
殺
・
靖
国
に
抗
議
し
た
香
港
人
弾
圧

を
許
す
な
！
集
会
」
を
も
っ
た
。
会
で
は
こ
れ

ま
で
同
様
の
集
会
を
二
回
も
っ
て
き
た
が
、
そ

の
内
容
は
南
京
大
虐
殺
と
日
本
の
戦
争
犯
罪
に

焦
点
を
当
て
た
も
の
。今
回
は
靖
国
神
社
が
テ
ー

マ
だ
っ
た
。
講
師
は
安
倍
靖
国
訴
訟
原
告
の
辻

子
実
さ
ん
と
ノ
ー
ハ
プ
サ
！
訴
訟
弁
護
団
の
浅

野
史
生
さ
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
靖
国
神
社
は
ど

う
い
う
神
社
か
」「
ア
ジ
ア
民
衆
に
と
っ
て
の
靖

国
（
合
祀
）」
に
つ
い
て
話
し
た
。

　

さ
て
、
判
決
後
の
二
人
だ
が
、
在
留
資
格
が

剥
奪
さ
れ
て
い
る
二
人
は
そ
の
場
で
入
管
に
引

き
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
二
人
が
香
港
に

送
還
さ
れ
た
の
は
一
週
間
ほ
ど
た
っ
た
一
〇
月

一
八
日
。
空
港
で
家
族
や
、
多
く
の
運
動
仲
間

に
迎
え
ら
れ
た
。
控
訴
審
も
間
も
な
く
開
始
さ

れ
る
予
定
だ
。
ま
だ
闘
い
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。

引
き
続
き
注
目
し
て
い
こ
う
。	

（
北
野
誉
）

「
教
育
勅
語
」・「
日
の
丸
・
君
が
代
」

と
象
徴
天
皇
制

　

一
〇
月
一
三
日
、
午
後
二
時
半
か
ら
ピ
ー
プ

ル
ズ
プ
ラ
ン
研
究
所
会
議
室
で
、「〈
平
成
代
替

り
を
問
う
〉
連
続
講
座　

第
Ⅱ
期
」
の
第
４
回

《「
教
育
勅
語
」・「
日
の
丸
・
君
が
代
」
と
象
徴

天
皇
制
》
が
開
催
さ
れ
た
。
今
回
の
参
加
者
は

約
一
五
人
。

　

今
回
は
、
松
井
隆
志
さ
ん
が
司
会
。
北
村
小

夜
さ
ん
・
私
（
田
中
聡
史
）・
天
野
恵
一
さ
ん
が

問
題
提
起
を
し
た
。

　

北
村
さ
ん
は
、
資
料
と
し
て
、
教
育
勅
語
・

戊
申
詔
書
・
国
民
精
神
作
興
二
関
ス
ル
詔
書
・

青
少
年
学
徒
二
賜
ハ
リ
タ
ル
勅
語
・
昭
和
元
年

（
一
九
二
六
年
）
一
二
月
二
五
日
付
け
の
朝
日
新

聞
の
号
外
等
を
持
参
し
、
号
外
の
「
神
去
り
ま

し
た
先
帝
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
や
大
日
本
帝

国
時
代
の
民
衆
の
天
皇
観
、
二
十
世
紀
後
半
の

戦
後
民
主
主
義
の
時
代
に
天
皇
制
批
判
を
徹
底

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
現
在
の
象
徴
天
皇
制
の

跋
扈
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
を
話
さ

れ
た
。

　

次
に
、私
（
田
中
）
が
、東
京
都
で
の
「
日
の
丸
・

君
が
代
」
強
制
の
現
状
や
不
起
立
処
分
撤
回
の

裁
判
闘
争
の
経
過
、
二
〇
〇
四
年
の
「
園
遊
会
」

で
の
天
皇
と
米
長
邦
雄
の
や
り
と
り
や
国
旗
国

歌
法
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
強
制
に
反
対
す
る

側
の
課
題
等
に
つ
い
て
、
持
参
し
た
千
田
夏
光

著
「
奥
丹
後
の
『
日
の
丸
』」
の
抜
粋
等
も
資
料

と
し
な
が
ら
話
し
た
。

　

次
に
、天
野
さ
ん
が
、「『
天
壌
無
窮
』（
の
皇
軍
）

に
つ
い
て
」「〈
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ブ
〉で
な
い
戦
後
史
」

「
一
九
九
七
年
『
日
の
丸
・
君
が
代
』
法
制
化
に

反
対
す
る
六
・
二
〇
集
会
の
記
録
」
と
い
う
三
つ

の
題
目
で
話
さ
れ
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
が
「
問

答
無
用
の
〈
踏
み
絵
〉
と
し
て
政
治
的
に
機
能
」

し
て
い
る
、
と
批
判
さ
れ
た
。

　

今
回
の
講
座
は
、
台
風
一
九
号
の
影
響
で
開

催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
鉄
道
の
運
休
も
解
除
さ

れ
、
無
事
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
約
三
時

間
の
有
意
義
な
講
座
と
な
っ
た
。	

（
田
中
）

い
ら
ん
ば
い
！
天
皇
制
　
福
岡
集
会

　

即
位
の
礼
に
向
け
て
、
福
岡
で
は
一
〇
月

二
二
日
で
は
な
く
、一
九
日
に
「
い
ら
ん
ば
い
！

天
皇
制
」
集
会
と
デ
モ
を
行
い
ま
し
た
。
会
場

は
福
岡
市
中
央
区
に
あ
る
大
手
門
パ
イ
ン
ビ
ル

会
議
室
を
借
り
ま
し
た
。
集
会
の
発
題
（
問
題

提
起
）
は
福
岡
の
脇
義
重
さ
ん
と
東
京
の
桜
井

大
子
さ
ん
で
す
。
参
加
者
は
四
五
名
で
し
た
。

　

ま
ず
、
脇
義
重
さ
ん
か
ら
「
主
権
は
人
民
に

あ
る
」
の
テ
ー
マ
で
話
を
聞
き
ま
し
た
。
私
た

ち
が
、
統
治
の
主
権
者
は
天
皇
で
は
な
く
、
人

民
で
あ
る
と
の
意
思
表
示
を
繰
り
返
す
こ
と
が

大
事
だ
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
次
に
、
桜
井
大

子
さ
ん
は
、「
代
替
わ
り
と
皇
位
継
承
問
題
〜
女

性
が
な
っ
て
も
天
皇
制
は
ダ
メ
！
」
に
つ
い
て

話
さ
れ
ま
し
た
。「
男
系
男
子
」
の
皇
室
典
範
の

規
定
に
よ
り
、
皇
位
継
承
者
は
限
定
さ
れ
、
将

来
悠
仁
の
み
の
可
能
性
が
あ
る
。
じ
ゃ
、
女
性
・

女
系
天
皇
な
ら
い
い
か
と
い
え
ば
、
世
襲
制
は

な
く
な
ら
な
い
の
で
、
誰
が
な
っ
て
も
天
皇
制

は
ダ
メ
で
あ
る
と
。

　

集
会
後
の
デ
モ
行
進
で
は
、「
天
皇
制
は
い
ら

な
い
」
な
ど
の
コ
ー
ル
に
対
し
て
「
日
本
か
ら

出
て
い
け
」
な
ど
の
お
返
し
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。（
な
ん
で
そ
う
な
る
の
？
）

　

そ
れ
か
ら
、
即
位
の
礼
前
に
福
岡
市
議
会
で

「
天
皇
即
位
賀
詞
決
議
」、
福
岡
市
は
即
位
の
礼

に
伴
う
記
帳
所
設
置
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち

は
す
ぐ
い
ず
れ
も
抗
議
、
賀
詞
決
議
に
は
撤
回

を
求
め
る
陳
情
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
い
ず
れ

も
、
市
民
の
名
を
利
用
し
た
祝
意
の
押
し
つ
け

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
一
月
一
四
日
、
一
五
日
に
は
、
大
嘗
祭
が

あ
り
ま
す
。
準
備
不
足
で
し
た
が
、
一
四
日
午

後
五
時
か
ら
西
鉄
福
岡
駅
横
パ
ル
コ
前
で
、「
や

め
ろ
！
大
嘗
祭
」
ア
ピ
ー
ル
行
動
を
し
ま
す
。

み
な
さ
ん
、
や
り
抜
き
ま
し
ょ
う
！

（
天
皇
制
に
問
題
あ
り
！
福
岡
連
絡
会
（
て
ん
も

ん
れ
ん
）
／
倉
掛
直
樹
）

東
京
戒
厳
令
を
打
ち
破
れ
！
天
皇
即

位
式
反
対

　

即
位
礼
正
殿
の
儀
が
行
な
わ
れ
た
一
〇
月

二
二
日
は
、朝
か
ら
警
察
の
厳
戒
と
翼
賛
メ
デ
ィ

ア
総
動
員
の
態
勢
で
あ
り
、
こ
れ
に
憤
り
を
感

じ
た
人
た
ち
が
、続
々
と
詰
め
か
け
会
場
は
い
っ
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ぱ
い
に
な
っ
た
。
今
回
の
集
会
に
向
け
、「
お
わ

て
ん
ね
っ
と
」
は
、
天
皇
制
に
対
す
る
ご
く
普

通
の
疑
問
や
怒
り
を
参
加
者
で
共
有
し
て
い
こ

う
と
い
う
方
針
で
準
備
し
、「
肩
書
」
な
ど
必
要

と
せ
ず
自
分
の
主
張
を
貫
い
て
き
た
人
た
ち
に

集
会
へ
の
発
言
を
依
頼
し
た
。

　

発
言
者
は
六
人
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
私
的
な
ス

タ
ン
ス
を
維
持
し
な
が
ら
天
皇
制
へ
の
怒
り
を

つ
ぶ
や
き
続
け
て
き
た
女
性
は
「
日
本
こ
そ
私

か
ら
出
て
い
け
」
と
し
て
「
憤
り
と
絶
望
と
呪

い
を
も
っ
て
こ
こ
に
連
な
り
、
Ｎ
Ｏ
を
し
め
し

て
い
き
た
い
」
と
結
ん
だ
。
基
地
と
闘
う
運
動

を
続
け
て
き
た
女
性
は
、
か
つ
て
の
代
替
わ
り

に
お
け
る
自
粛
へ
の
憤
り
や
学
校
教
育
の
問
題

と
と
も
に
、
沖
縄
で
の
慰
安
所
の
存
在
を
知
っ

た
と
き
の
衝
撃
を
語
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
歴
史
、

侵
略
の
歴
史
と
向
き
合
う
活
動
を
続
け
て
き
た

女
性
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
避
け
さ
せ
よ
う

と
す
る
戦
後
社
会
の
問
題
を
自
ら
の
も
の
と
し

て
こ
の
場
に
来
た
と
語
っ
た
。
天
皇
制
の
女
性

差
別
シ
ス
テ
ム
の
意
味
を
問
い
続
け
る
女
性
は
、

女
性
た
ち
が
社
会
で
さ
ま
ざ
ま
な
強
要
を
受
け

自
分
自
身
へ
の
違
和
感
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
、

こ
れ
に
対
抗
す
る
な
か
か
ら
自
分
た
ち
自
身
の

言
葉
で
天
皇
に
頼
ら
な
い
力
を
示
そ
う
と
結
ん

だ
。
ま
た
、
死
刑
廃
止
の
活
動
を
続
け
て
き
た

女
性
か
ら
は
、
天
皇
制
と
死
刑
の
問
題
と
し
て
、

明
治
期
か
ら
は
大
逆
罪
と
と
も
に
あ
っ
た
死
刑

と
弾
圧
の
問
題
を
話
し
、
恩
赦
を
破
り
捨
て
た

金
子
文
子
や
「
天
皇
制
が
あ
る
限
り
民
主
主
義

国
家
は
な
い
」
と
語
っ
た
免
田
栄
さ
ん
に
つ
い

て
話
し
た
。
さ
ら
に
、「
表
現
の
不
自
由
展
」
へ

の
弾
圧
を
批
判
し
て
名
古
屋
で
ス
タ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
続
け
た
男
性
も
、
天
皇
制
と
表
現
の
問
題

を
提
起
し
て
い
っ
た
。

　

発
言
は
い
ず
れ
も
重
く
、
熱
く
、
参
加
者
の

心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。
短
い
時
間
し
か
確
保
で
き

な
か
っ
た
集
会
だ
が
、
こ
れ
ら
の
発
言
を
受
け
、

私
た
ち
の
こ
の
日
の
行
動
へ
の
気
持
ち
は
よ
り

強
く
、
決
意
も
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
日

の
デ
モ
へ
の
弾
圧
は
酷
か
っ
た
が
、
逮
捕
者
三

名
全
員
に
つ
い
て
不
起
訴
釈
放
を
か
ち
と
っ
た
。

（
蝙
蝠
）

10
月
10
日
（
木
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し

め
弾
圧
裁
判
判
決
公
判
（
集
会
の
真
相
参

照
）

10
月
13
日
（
日
）
●
「
平
成
」
代
替
わ
り
を
問

う
連
続
講
座　
「
教
育
勅
語
」・「
日
の
丸
・
君

が
代
」
と
象
徴
天
皇
制
（
集
会
の
真
相
参
照
） 

10
月
19
日
（
土
）
●
い
ら
ん
ば
い
！
天
皇
制
（
集

［
学
習
会
報
告
］

尾
高
朝
雄
『
国
民
主
権
と
天
皇
制
』

（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
九
年
）

　

宮
澤
俊
義
と
の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
こ
の

書
に
お
い
て
、
尾
高
は
「
国
民
の
総
意
」（
一

般
意
志
）
と
「
個
々
の
国
民
」
の
意
志
の
総
計

は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
ル
ソ
ー
を
援
用

し
て
言
う
。「
国
家
そ
の
も
の
の
存
立
の
根
拠

と
な
つ
て
い
る
国
民
全
体
の
意
志
」
で
あ
る
と

こ
ろ
の
「
国
民
の
総
意
」
と
は
、「
す
べ
て
の

権
力
意
志
の
上
に
あ
つ
て
、
す
べ
て
の
現
実
の

政
治
を
規
正
す
る
と
こ
ろ
の
、『
常
に
正
し
い

立
法
意
志
の
理
念
』
に
他
な
ら
な
い
」。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
民

主
権
の
原
理
と
は
、「
法
の
客
観
的
な
理
念
」

と
い
う
近
似
値
的
に
し
か
実
現
し
得
な
い
そ
れ

を
不
断
に
志
向
し
続
け
る
責
任
概
念
で
あ
る
と

言
う
（
む
し
ろ
個
々
の
具
体
的
な
国
民
は
「
権

力
に
服
従
す
る
臣
民
」
だ
）。
こ
れ
が
「
ノ
モ

ス
の
主
権
」
で
あ
る
。

　

で
は
、「
法
の
正
し
さ
を
決
定
す
る
法
の
理

念
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
、
そ
の
理
念
の
基

準
と
は
な
ん
な
の
か
？ 

尾
高
は
言
う
、
平
等

の
福
祉
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
権
力
の
上
位
に

存
す
る
も
の
こ
そ
、
ノ
モ
ス
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
ノ
モ
ス
と
は
時
代
に
よ
っ
て
形

を
変
え
つ
つ
も
、
し
か
し
連
続
性
が
確
認
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
導
入
さ
れ
る
の

が
「
全
体
性
」
と
い
う
鍵
概
念
で
あ
る
（
こ
れ

は
和
辻
の
尊
皇
論
か
ら
だ
）。
こ
こ
に
お
い

て
国
家
史
、
あ
る
い
は
国
民
史
を
担
保
す
る

た
め
の
「
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
か
か
わ
ら
ざ
る

国
家
の
自
己
同
一
性
」、
つ
ま
り
「
全
体
性
」

を
具
現
化
し
て
国
民
の
一
体
性
を
象
徴
す
る

君
主
制
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
。
象
徴
天
皇
制

と
は
、
責
任
概
念
と
し
て
の
国
民
主
権
主
義

を
成
り
立
た
せ
る
「
上
層
建
築
」
と
し
て
の

君
主
制
な
の
で
あ
る
。
特
殊
利
害
の
産
物
と

し
て
の
法
律
等
を
「
全
体
性
」
の
象
徴
で
あ

る
君
主
が
国
事
行
為
と
し
て
公
布
す
る
こ
と

で
国
民
と
い
う
一
体
性
へ
と
収
斂
さ
せ
、
一

般
利
害
と
し
て
偽
装
さ
せ
る
。
か
く
し
て
、

か
か
る
「
象
徴
的
地
位
」
に
基
づ
い
て

─

解
説
に
よ
れ
ば

─
尾
高
の
畏
友
・
清
宮
四

郎
は
「
象
徴
と
し
て
の
行
為
」
を
定
位
し
、

そ
れ
が
現
在
の
象
徴
天
皇
制
解
釈
へ
と
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
、
社
会
に
対
す
る
象
徴

天
皇
の
主
体
性
が
発
動
さ
れ
、
そ
れ
が
期
待

さ
れ
る
情
勢
は
、
尾
高
の
勝
利
を
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
（
尾
高
に
よ
れ
ば
天
皇
に

象
徴
さ
れ
る
理
念
は
国
民
自
ら
の
も
の
だ
と

自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

　

学
習
会
で
は
尾
高
の
思
想
は
上
杉
慎
吉
と

か
な
り
連
続
性
が
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
や
、

宮
澤
の
反
駁
は
結
局
の
と
こ
ろ
法
学
に
お
け

る
形
式
論
理
を
徹
底
的
に
突
い
た
も
の
で

あ
っ
て
核
心
的
な
論
争
は
お
互
い
に
回
避
し

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
意

見
が
出
た
。

　

次
回
は
河
西
秀
哉
の
『
皇
居
の
近
現
代
史
』

を
一
一
月
一
九
日
に
読
む
。　
　
　（

羽
黒
仁
史
）
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会
の
真
相
参
照
）

10
月
19
日
（
土
）
〜
22
日
（
火
）
●
テ
ン
ト
芝

居
公
演
・
二
つ
三
つ
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
物
語

　

デ
ク
ウ
ー
ボ
黙
示
録
（
仮
）

10
月
22
日
（
火
）
●
東
京
戒
厳
令
を
打
ち
破
れ
！

天
皇
即
位
式
反
対
デ
モ
（
集
会
の
真
相
参
照
）

●
「
代
替
わ
り
」
の
何
が
問
題
か
？　

マ
ス
コ

ミ
と
天
皇
制

10
月
27
日（
日
）●
差
別
・
排
外
主
義
を
許
す
な
！

新
宿A

C
TIO

N

10
月
29
日
（
火
）
●
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ

ト
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会　

第
６
回

学
習
会
「
即
位
礼
・
大
嘗
祭
を
め
ぐ
っ
て
」

10
月
30
日
（
水
）
●
即
位
式
弾
圧
勾
留
理
由
開

示
公
判
・
東
京
地
裁
前
な
か
ま
を
か
え
せ
祭

り
・
報
告
集
会

10
月
31
日
（
木
）
●
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
っ
て
る

場
合
か
!?  

Ｉ
Ｏ
Ｃ
抗
議
デ
モ

11
月
1
日
（
金
）
●
即
位
式
弾
圧
地
検
前
抗
議

行
動

開
催
中
●
朝
鮮
人
「
慰
安
婦
」
の
声
を
き
く

13
時
〜
18
時
（
月
・
火
・
休
日
休
館
）
／
Ｗ

Ａ
Ｍ　

女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
（
地

下
鉄
早
稲
田
駅
）
／
主
催
：
同
館

11
月
10
日
（
日
）
●
第
29
回
砂
川
秋
ま
つ
り

10
時
〜
15
時
／
旧
基
地
拡
張
予
定
地
の
秋
ま

つ
り
ひ
ろ
ば
（
Ｊ
Ｒ
立
川
駅
か
ら
バ
ス
、
砂

川
四
番
下
車
ほ
か
）
／
主
催
：
同
実
行
委
員

会
（042-524-9863

か
と
う
）

●
辺
野
古
に
基
地
は
つ
く
ら
せ
な
い
行
動
・
渋

谷
デ
モ

14
時
30
分
集
合
・
15
時
デ
モ
／
代
々
木
公
園

ケ
ヤ
キ
並
木
（
Ｊ
Ｒ
渋
谷
駅
ほ
か
）
／
呼
び

か
け
：
辺
野
古
の
海
を
土
砂
で
埋
め
る
な
！

首
都
圏
連
絡
会
（090-3910-4140

ほ
か
）

11
月
11
日
（
月
）
●
天
皇
代
替
わ
り
に
み
る
天

皇
教
の
残
存

18
時
30
分
開
演
／
御
茶
ノ
水
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
セ
ン
タ
ー
８
Ｆ
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
御
茶
ノ
水

駅
）
／
横
田
耕
一
／
主
催
：
政
教
分
離
の
侵

害
を
監
視
す
る
全
国
会
議
ほ
か
（042-458-

0251

星
出
）

●
天
皇
制
を
考
え
る
市
民
講
座　

象
徴
天
皇
と

主
権
在
民
を
問
う

19
時
〜
／
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー
（
阪
急

六
甲
駅
ほ
か
）
／
柴
田
信
也
／
主
催
：
は
ん

て
ん
の
会
（
兵
庫
反
天
皇
制
連
続
講
座
）

11
月
14
日
（
木
）
●
ナ
イ
ト
イ
ベ
ン
ト　

大
嘗

祭
反
対
＠
ト
ー
キ
ョ
ー
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

18
時
30
分
集
合
／
東
京
駅
丸
の
内
駅
前
広
場

（
Ｊ
Ｒ
東
京
駅
ほ
か
）
／
主
催
：
終
わ
り
に
し

よ
う
天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（090-3438-9863

）

●
憲
法
違
反
の
宗
教
儀
式
11
・
14
大
嘗
祭
抗
議

デ
モ
（
大
阪
）

18
時
ア
ピ
ー
ル
開
始
・
19
時
10
分
デ
モ
出
発

／
中
央
公
会
堂
前
・
水
上
ス
テ
ー
ジ
（
地

下
鉄
淀
屋
橋
駅
ほ
か
）
／
主
催
：
天
皇
代

替
わ
り
に
異
議
あ
り
！
関
西
連
絡
会
（090-

5166-1251

寺
田
）

●
大
嘗
祭
に
異
議
あ
り
！
広
島
集
会　

改
め
て

「
象
徴
天
皇
制
」
を
問
う

18
時
〜
／
広
島
市
ま
ち
づ
く
り
市
民
交
流
プ

ラ
ザ
６
Ｆ
（
袋
町
小
学
校
隣
）
／
天
野
恵
一

／
主
催
：
大
嘗
祭
に
異
議
あ
り
！
広
島
集
会

実
行
委
員
会
（090-4740-4608

久
野
）

11
月
17
日
（
日
）
●
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
放
射
能

汚
染
水
・
被
曝
労
働
を
考
え
る

13
時
開
場
／
ス
ペ
ー
ス
た
ん
ぽ
ぽ
（
Ｊ
Ｒ
水

道
橋
駅
ほ
か
）
／
湯
浅
一
郎
、
な
す
び
／
主

催
：
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
お
こ
と
わ
り
連
絡

会
（https://w

w
w

.facebook.com
/

okotow
alink/

）

11
月
19
日
（
火
）
●
第
２
回
中
国
人
俘
虜
殉
難

者
日
中
合
同
追
悼
の
集
い

9
時
〜
／
芝
公
園
23
号
地
（
地
下
鉄
芝
公

園
駅
）
／
主
催
：
同
実
行
委
員
会
（080-

1142-2515

）

11
月
24
日
（
日
）
●
今
こ
そ
過
去
に
誠
実
に
向

き
あ
う
と
き　

強
制
動
員
被
害
者
に
人
権
回

復
を 

13
時
30
分
開
場
／
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
地

下
講
堂（
Ｊ
Ｒ
飯
田
橋
駅
ほ
か
）／
吉
澤
文
寿
、

川
上
詩
朗
、
大
口
昭
彦
、
高
橋
信
／
主
催
：

強
制
動
員
問
題
解
決
と
過
去
清
算
の
た
め
の

共
同
行
動
（090-2466-5184

矢
野
）

11
月
26
日
（
火
）
●
即
位
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
・

第
二
次
訴
訟
差
し
止
め
請
求
分
控
訴
審
・
第

１
回
口
頭
弁
論

11
時
〜
／
東
京
高
裁
５
１
１
号
法
廷
（
地
下

鉄
霞
ヶ
関
駅
）

11
月
27
日
（
水
）
●
東
海
第
二
原
発
の
二
〇
年

延
長
を
許
さ
な
い
！　

廃
炉
デ
ー
大
ア
ク

シ
ョ
ン

15
時
〜
／
日
本
原
電
本
店
前
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
秋

葉
原
駅
）
／
共
催
：
と
め
よ
う
！
東
海
第
二

原
発
首
都
圏
連
絡
会
、再
稼
働
阻
止
全
国
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

11
月
30
日
（
土
）
●
女
天
研
大
放
言
大
会　

天

皇
が
女
だ
っ
た
ら
い
い
の
か
？ 

18
時
開
始
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
３
Ｄ
（
地

下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）
／
首
藤
九
尾
子
、
松
井

き
み
子
、
堀
江
有
里
、
他
／
主
催
：
女
性

と
天
皇
制
研
究
会
（jotenken@

yahoo.
co.jp

）

12
月
4
日
（
水
）
●
原
発
被
ば
く
労
災
あ
ら
か

ぶ
さ
ん
裁
判
第
14
回
口
頭
弁
論

14
時
30
分
〜
／
東
京
地
裁
１
０
３
号
法
廷（
地

下
鉄
霞
ヶ
関
駅
）

12
月
7
日
（
土
）
●
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制

２
０
１
９

13
時
30
分
〜
／
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
（
Ｊ
Ｒ

原
宿
駅
ほ
か
）
／
主
催
：
終
わ
り
に
し
よ
う

天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（090-3438-9863

）

12
月
14
日
（
土
）
●
「
平
成
」
代
替
わ
り
を
問

う
連
続
講
座　

現
在
の
〈
日
韓
関
係
〉
を
天

皇
制
帝
国
の
植
民
地
支
配
責
任
を
ふ
ま
え
て

考
え
る 

16
時
30
分
開
場
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研

究
所
（
地
下
鉄
江
戸
川
橋
駅
ほ
か
）
／
内
海

愛
子
、
辻
子
実
、
天
野
恵
一
／
主
催
：
同
研

究
所
（03-6424-5748

）

12
月
16
日
（
水
）
●
警
視
庁
機
動
隊
の
沖
縄
へ

の
派
遣
は
違
法
住
民
訴
訟
・
判
決
言
い
渡
し

14
時
30
分
〜
／
東
京
地
裁
１
０
３
号
法
廷（
地

下
鉄
霞
ヶ
関
駅
）

12
月
20
日
（
金
）
●
明
治
公
園
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

追
い
出
し
を
許
さ
な
い
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

11
時
30
分
〜
／
東
京
地
裁
７
０
６
号
法
廷（
地

下
鉄
霞
ヶ
関
駅
）


